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令和６年２月５日 

ス ポ ー ツ 推 進 部 

ス ポ ー ツ 推 進 課 

ス ポ ー ツ 施 設 課 

 

世田谷区スポーツ推進計画（令和６年度～１３年度）（案）について 

 

１ 主旨 

世田谷区スポーツ推進計画（令和６年度～１３年度）の策定にあたり、令和４年１１

月にスポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）に諮問し、審議を進めてきた。 

令和５年９月にまとめた素案に対し、区民意見募集等による意見、素案策定後の表現

の見直し等、また、令和５年１１月に審議会より受けた答申を踏まえ、素案を修正し、

案としてまとめたので報告する。 

 

２ 案策定までの経過 

  令和４年１１月に、世田谷区スポーツ推進審議会条例に基づき、学識経験者等１２名   

により審議会を設置し、世田谷区におけるスポーツの定義・捉え方、基本理念などにつ  

いて、これまで６回開催し、令和５年１１月に「世田谷区スポーツ推進計画について」  

答申いただいた。 

 

３ 計画の位置づけ 

  国のスポーツ基本法に定められた「地方スポーツ推進計画」であり、区民が「いつで 

 も」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポーツや運動に親しみ、楽しむことのでき 

 る「生涯スポーツ社会」を実現するために、区が重点的に取り組むスポーツ施策の方向 

性を明らかにした基本的な指針である。 

 

４ 計画の主な考え方 

（１）スポーツの捉え方について、国や東京都の動向を踏まえ、ウォーキングや軽い体

操、健康維持や介護予防等のための運動、散歩・散策、レクリエーション等、心

と身体の健康のための様々な身体活動とした。 

（２）基本理念については、これまでの推進計画の理念を継承しつつ、従来の「目的」

としての意味から「手段」としての意味に発展させ、競技力向上や体力の向上、

健康維持増進だけではなく、精神的な成長や人と人、地域と地域との交流を促進

していく。 

（３）現計画の重点的な取組みの一つである「場の整備」の実現を目指し、平成２８年

度から令和５年度までの８年間に取り組むべきスポーツ施設整備の判断材料とな

る役割を果たすために策定した『世田谷区スポーツ施設整備方針』については、

スポーツ環境の整備の考え方を示したうえで、次期計画に包含することとする。 

 

５ 計画期間 

  令和６年度～１３年度（８年間） 

※計画期間の中間段階で評価を行い、令和１０年度を目途に見直しを図る。 
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６ 素案に対する区民意見募集の結果について 

 （１）募集期間 

  令和５年９月１５日～１０月６日 

（２）周知方法 

区のおしらせ９月１５日号にて周知のうえ、ホームページ・まちづくりセンター  

等での閲覧及び区内にお住まいの１８歳以上の方の中から無作為に抽出した５００

人の方に資料送付 

（３）意見数 

  意見提出者 ４０人（ハガキ２３人、ＦＡＸ１人、ホームページ１６人） 

   意見件数  ５８件 

（４）意見の概要及び区の考え方 

別紙１「素案への区民意見募集及び区の考え方」のとおり。 

 

７ 素案からの変更点 

別紙２「素案から案のおもな変更点について」のとおり。 

 

８ 計画（案）について 

別紙３「世田谷区スポーツ推進計画（令和６年度～１３年度）（案）概要版」 

別紙４「世田谷区スポーツ推進計画（令和６年度～１３年度）（案）」 

  

 

９ 今後のスケジュール 

  令和６年３月  計画策定 
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別紙 １ 

世田谷区スポーツ推進計画 

素案への区民意見募集及び区の考え方 

１ 意見募集概要 

（１）募集期間  令和５年９月１５日～１０月６日 

（２）周知方法  区のおしらせ９月１５日号にて周知のうえ、ホームページ・まちづくりセン

ター等での閲覧及び区内にお住まいの１８歳以上の方の中から無作為に抽出

した５００人の方に資料送付 

（３）意見数   意見提出者 ４０人（ハガキ２３人、FAX１人、ホームページ１６人） 

意見件数  ５８件 

 

２ 意見の概要及び区の考え方 

番号 主な意見の要旨 区の考え方 

１ 身近な運動機会について（１２件） 

1 

ラジオ体操を通じて交流も生まれ、特に

高齢者には効果が期待できるので、区で

リーダー育成をサポートしてはどうか。 

 
 

現在、大蔵運動公園等の区内施設において実

施しているラジオ体操事業につきましては、

区・スポーツ振興財団・世田谷区ラジオ体操

連盟が連携し推進しています。今後も引き続

き、3 者で連携しながら、指導者育成のサポー

トを含め、事業の普及活動に取り組んでまい

ります。 

2 

ラジオ体操のように高齢者が気軽に参加

でき、身近な場所でいつでも体を動かせる

機会が重要ではないか。（同様意見 3件） 
 

スポーツに親しむきっかけづくりとして、

いつでも・どこでも気軽にできるスポーツの

普及を目指しています。 

本計画では、公園等でのラジオ体操の開催

拡充をはじめとし、気軽に参加できる場の提

供を進めてまいります。 

３ 

一般のスポーツジム等に気軽に通えるよ

う、補助金や利用券などの制度があるとよ

い。（同様意見３件） 

いただいたご意見は、区立施設と民間施設の

機能や位置づけを整理した上で、今後の施策

の参考にさせていただきます。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

１ 身近な運動機会について（１２件） 

4 

スポーツ振興財団の子ども向けスポーツ

教室を利用しているが、共働き家庭でも利

用しやすいように、週末にも通年・短期教

室を開講してほしい。 

スポーツ振興財団では週末を含めてジュニ

アアカデミーや親子スポーツ教室、各種フィ

ットネス教室を実施しております。 

また、託児サービス付きフィットネスな

ど、子育て中でも安心してスポーツができる

ような環境の整備等、多様なライフスタイル

に応じたスポーツ環境の整備に取り組んでま

いります。 

5 

年齢別での施策ではなく、大人と子どもが

一緒に取り組めるような、身近な単位での

取組みが必要ではないか。 

身近な地域での事業の実施により多様なラ

イフスタイルに応じたスポーツ環境の整備に

取り組んでまいります。 

また、家族や子どもによるスポーツ参加の

機会を確保するため、各種大会・イベントに

おいて、親子等で参加できる部門や、年齢等

に関係なく誰もが楽しめるユニバーサルスポ

ーツを推進してまいります。 

6 

スポーツを始めたい・継続したいと思った

時に「いつでも・だれでも」の理念に沿う

ように、身近な場所で気軽にスポーツや運

動に取り組める環境づくりが必要である。

（ウォーキングができる環境やラジオ体

操、太極拳などのプログラムが提供される

とよい。） 

スポーツや運動を身近に感じてもらえるよ

うに、スポーツをしていない人へのアプロー

チとして、公園等でのラジオ体操の開催拡充

や、まちなかで気軽に参加できるスポーツイ

ベントの実施を検討しています。 

また、既存の運動施設や身近なウォーキン

グコース等の情報発信を充実させ、認知度の

向上や参加意欲の喚起を図っていきます。 

7 

楽しく継続できることがスポーツや運動

に親しむ良いきっかけになる。（同様意見

２件） 

継続的なスポーツ実施を促進するため、世

田谷２４６ハーフマラソンや区民体育大会を

はじめとする各種大会について、日々の練習

の成果を発揮できる場として引き続き開催し

ていきます。また、スポーツ振興財団や賛助

団体である各種競技団体などと協力し、区民

の目標としてふさわしい大会であるよう内容

の充実を図ってまいります。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

２ スポーツ環境整備について（２９件） 

8 

基本理念・スポーツの定義・範囲に賛成す

るが、現在のスポーツ実施環境とは乖離を

感じる。例えば、空き地などを「身近な公

共空間」として整備利用するなど、身近な

地域に新たなスポーツの「定義」を実感で

きる環境の充実を進めてほしい。 

スポーツ施設の整備にあたり、学校跡地や公

共施設、民間施設の空き地等の未利用地の確

保が可能な場合は、地域特性等を踏まえた施

設整備を進めてまいります。 

9 

身近な小さな公園でのボール使用禁止な

どの厳しいルールが、スポーツの推進を阻

害している一つの原因ではないか。子ども

達が自由にスポーツ出来る環境を整えて

頂きたい。（同様意見２件） 

状況により、ボール使用を禁止せざるを得

ない公園もあります。 

ボール遊びができる公園でも、他の様々な

利用が求められ、近隣住民への影響なども考

慮しなければなりません。そのような公園で

のボール使用は、様々な人々とのゆずり合い

の上に成り立っております。ご利用される皆

様のご理解とご協力をいただきながら、引き

続きボール遊びができる公園づくりを進めて

まいります。 

10 

子ども達が安心して遊べて、安全に使える

公園を整備することによって、子育て世帯

にとっても子どもの健全な発育を見込め

る地域になるのではないか。（同様意見２

件） 

引き続き、安全、安心な整備、管理を実施

し、ご利用の皆様が笑顔で来園し笑顔で帰っ

ていただける公園であり続けるよう努めてま

いります。 

11 

駒沢・世田谷公園以外にもランニング・ジ

ョギングコースの整備を検討してほしい。

（同様意見２件） 

いつでも・どこでも気軽にできるスポーツの

普及として、二子玉川緑地運動場周辺をはじ

め、ランニング・ジョギングコースやウォー

キングコースの環境整備に取り組んでまいり

ます。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

２ スポーツ環境整備について（２９件） 

12 

土日も含めた学校プールの一般開放や、プ

ールの新設を進めてほしい。また、子ども

を対象とした通年開催のスイミングスク

ールを区主体で実施してほしい。（同様意

見３件） 

太子堂中学校など４校の各温水プール施設

において、土・日曜を含む通年での一般開放

を行っております。また、駒沢中学校など

（令和５年度は８校）では、土・日曜を含む

夏季休業中のプール開放を実施しています。

より多くの学校プールの開放の実施について

は、課題として検討してまいります。プール

の新設については用地確保等の課題がありま

すが、大規模な土地利用転換等に伴う用地や

施設の活用、学校施設・区民利用施設等の複

合化による整備、公共施設の改修や複合化等

の機会を捉えて検討をしていきます。 

また、スポーツ振興財団では、スイミング

アカデミー（子どもを対象とした水泳教室）

を 7、8 月を除く通年で実施しています。 

13 
施設の一般開放を平日夜間や休日を含め

て拡充してほしい。（同様意見２件） 

施設の利用拡充については、施設周辺への影

響や運営コスト等の課題も踏まえながら、よ

り多くの方が施設を利用できるよう、有効活

用について検討してまいります。 

14 
居住地の近くにスポーツ施設があれば気

軽に参加できる 

都市部でかつ住宅地が多い本区の特性上、都

市計画、建築、公園等の法制限等により、整

備可能な用地は限られています。学校跡地や

公共施設、民間施設の空き地等の未利用地の

確保のほか、公園・緑地などのオープンスペ

ースの活用により、身近にスポーツができる

環境の整備を図っていきます。 

15 
区運営のジムの設置を検討してほしい。

（同様意見２件） 

区が設置している例では、総合運動場、大蔵

第二運動場、千歳温水プール、尾山台地域体

育館、弦巻中学校にトレーニングルームがあ

ります。区立施設と民間施設の機能や位置づ

けを整理した上で、今後の施策の参考にさせ

ていただきます。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

２ スポーツ環境整備について（２９件） 

16 

年齢に関係なく、たくさんの人達が自分に

合った無理のない運動ができるような場

所があるとありがたい。 

スポーツ団体等と連携・協働し、だれもが気軽

に、身近な場所でスポーツに取り組むことがで

きるようスポーツ環境の整備を進めてまいりま

す。 

17 
他自治体と連携した施設利用を推進して

ほしい。 

他自治体と連携した施設利用としては、大田区

と共同で管理運営している多摩川緑地広場の例

がありますが、今後も機会を捉えて検討してま

いります。 

18 

スポーツ施設を増設・拡充するのであれ

ば、それに見合ったスポーツ実施率の向上

に積極的に取り組んでほしい。 

スポーツ実施率の向上を目指し、施設の増設・

拡充だけでなく、スポーツや運動を身近に感じ

てもらえるような普及啓発を進めてまいりま

す。 

19 

スポーツに親しむきっかけとして、幼少期

にスポーツに取り組んだ経験が何より重

要であり、子どもたちが気軽に参加できる

スポーツ講座を拡充してほしい。また、働

き盛りの世代に対しては日常生活の中で

のウォーキングの推進、高齢者に対しては

地区ごとのスポーツイベントの開催を実

施してはどうか。（同様意見２件） 

子どもを対象としたスポーツ教室やイベント

の開催のほか、関心の薄い子どもたちにも様々

なスポーツを体験する機会を持ってもらえるよ

う、学校や幼稚園にアスリートを派遣しスポー

ツ体験授業を実施しております。また、ライフ

スタイル・ライフステージに応じたスポーツの

推進・スポーツ環境の整備に取り組んでまいり

ます。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

２ スポーツ環境整備について（２９件） 

20 

スポーツ自体の推進も大事であるが、日常に

運動を取り込みやすい環境の整備も重要で

ある。 

運動習慣を日常生活の一部にするきっかけづ

くりとして、地域文化・コミュニティ活動の

前後に運動プログラムを入れるなど、様々な

場でのスポーツの取り込みを図ります。ま

た、日常の中で気軽に運動できるウォーキン

グを継続的に取り組んでもらえるよう、歩数

に対して健康ポイントを付与する仕組みを創

設するとともに、区民の健康の保持、増進を

図るための総合保健計画「健康せたがやプラ

ン」の取組みと連携し、健康づくりの機会の

充実に努めてまいります。 

21 

「スポーツとしての自転車」の基礎操作を学

び、練習できる場や指導者が必要である。（同

様意見３件） 

スポーツ振興財団では、未就学児を対象とし

たランニングバイクの体験プログラムを実施

してまいりましたが、スポーツとしての自転

車教室に関する事業の実績はありません。今

後も機会を捉えて検討してまいります。 

22 

スポーツ施設・拠点へのアクセスとして自転

車利用が多いことから自転車の安全対策が

必要であるが、子どもから大人までが自転車

で安全に走行するための指導の受講及び練

習ができる区有施設がない。 

ご指摘のとおり、大人向けの区の施設や講座

はありませんが、警視庁が喜多見交通安全教

育センターにおいて、都民を対象として自転

車を含めた様々な車種、年齢等に対応した交

通安全教室を開催しております。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

２ スポーツ環境整備について（２９件） 

23 

稲城市の東京ジャイアンツタウンの開設に

あわせ、東京ドーム・ジャイアンツタウンに

京王線で直行でアクセスできる世田谷区は、

読売ジャイアンツと包括的な提携を結んで

野球等の振興を行ってはどうか。 

いただいたご意見を参考にさせていただき、

区内・近隣で活動する企業・大学・プロスポ

ーツチームと連携した地域でのスポーツ活動

に取り組んでまいります。 

24 

ペットと人が一緒にスポーツを楽しめるよ

うな環境（雨天でも利用できる、空調設備が

ある）を整備してほしい。 

ペットのスポーツ施設への入場は、衛生面や

安全面により、盲導犬、介助犬、聴導犬の同

伴によるご利用を除いてお断りしております

が、ペットとの散歩が楽しめるような公園や

緑道のオープンスペースの活用を庁内連携の

もと図ってまいります。 

25 

バスケットゴールや卓球台など、色々なスポ

ーツを出来るよう器具を設置し、オンライン

予約ができるようにしてほしい。 

利用者ニーズや周辺環境等を十分考慮した上

で、施設整備・機能の充実を図ります 。ま

た、オンライン予約等の ICT を活用した利

便性の向上に取り組んでまいります。 

26 
熱中症対策に配慮したスポーツ施設の改善

を図ってほしい。 

屋内施設においてはエアコンや冷水機等を設

置するほか、屋外施設においても休憩場所と

してロッカールームや休憩所を確保すること

により、熱中症対策に取り組んでまいりま

す。 
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8 

 

番号 主な意見の要旨 区の考え方 

３ 共生社会の実現について（５件） 

27 

スポーツを通じた福祉社会の実現のために

は、健康を目的とするだけではなく、障害者

も含めた平等の美学に基づいて、共生社会を

構築する精神が不可欠である。 

障害のあるなしや年齢などに関わらず同じ

スポーツを行うには、その人の状況に応じて

参加ができるよう配慮したルールがあると、

より多くの方が参加し、楽しむことがことが

できます。 

こうした考えは、相手の状況に応じた「合

理的配慮」の取り組みにもつながり、日常生

活でも行われることにより、共生社会の一助

につながるものと考えます。 

今後は、障害のある人もない人も共に参加

し楽しむことができる「ユニバーサルスポー

ツ」の普及啓発を積極的に行うなどにより、

区民による障害理解を促進し、スポーツを通

じた共生社会の実現に向けた取組みを進めて

まいります。 

28 

行政施設のサインの多言語化や、外国人も参

加できるプログラムの開催を進めるべき。

（同様意見２件） 

行政施設のサインなどの多言語化は重要と

考えておりますので、情報がより伝わりやす

くなるよう、引き続き多言語化等の取組みを

進めてまいります。 

また、今後も国籍に関わらず楽しめるよう

施設管理やプログラムサービスの提供に取り

組んでまいります。 

29 

スポーツ仲間を作れる環境づくり進め、スポ

ーツ以外での新たな交流も生まれると継続

しやすいのではないか。 

様々な場でスポーツに関する活動情報を周知

し、参加を促すことでスポーツを通じた新た

な交流の創出に取り組んでまいります。 

30 

子どものスポーツ活動は、身体を鍛えるだけ

でなく仲間との繋がりを深めることができ

る貴重な体験のため、運動が得意な子・不得

意な子も一緒に参加できるイベントがある

と良い。 

障害の有無や運動の得意・不得意に関らず、

さまざまなスポーツをみんなで楽しめる「世

田谷ユニバーサルスポーツイベント」を開催

しています。また、レクリエーション感覚で

気軽に参加できるスポーツ教室等、子どもた

ちにとって魅力的な各種事業を展開してまい

ります。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

４ その他（１２件） 

31 

週に一度参加している体操プログラムの空

き状況がわからないので、自動予約機などで

当日の体操の申込ができればよい。 

ICT の活用などにより、スポーツ教室の空き

状況の確認や参加申込の手続きが円滑に行え

るよう、区民の利便性の向上に取り組んでま

いります。 

32 

運動をすることで、世田谷区で使えるポイン

トが付与されるなどの仕組みがあると、個人

のスポーツや運動のモチベーションとなり、

普段運動しない人でも運動してみようと思

えるのではないか。 

スポーツや運動に取り組んでいる人だけでな

く、関心が低い人にも取り組んでもらえるモ

チベーションとなるように、健康ポイント付

与の仕組みを検討してまいります。 

33 

学校や幼稚園、保育園などの受け入れ先の協

力を得ながら、大人と子どもが一緒にスポー

ツができる取組みを進めるべきである。 

今後も、大人と子どもが一緒にスポーツに参

加できる取組みを進めてまいります。 

34 
無料で試合観戦ができる機会があると参加

しやすいのではないか。 

これまでも車いすバスケットボールエキシビ

ションマッチの開催に併せて体験会を実施し

てまいりましたが、今後も「みる」だけでな

く「する」機会の創出に引き続き取り組んで

まいります。 

35 
運動参加後の入浴などが楽しめる企画が必

要ではないか。 

区内の公共スポーツ施設において、入浴施設

を備えているのは千歳温水プール（健康運動

室）と大蔵第二運動場（トレーニングルー

ム）と限られてはおりますが、有効に活用い

ただけるよう取り組んでまいります。 

36 

パリ五輪で新しく採用されたブレイクダン

スなど、新しいスポーツに触れることがで

きるイベントがあると良い。 

スポーツ振興財団ではこれまで、東京 2020

大会の気運醸成として、新たに採用された

「スポーツクライミング」の体験会などを実

施してまいりました。今後も引き続き、時代

に応じた新しいスポーツに触れる機会を提供

してまいります。 

37 

学校の体育施設の区民利用を進めると同時

に、教員が施設管理を行わずに済む体制を

整えてはどうか。（日常業務の自動化、非日

常業務・人による業務は区の営繕部門によ

る対応や外部委託） 

現在、太子堂・梅丘・玉川・烏山中学校の

各温水プール施設の受付・管理・運営業務に

ついては、スポーツ振興財団が行っておりま

す。また、校庭、体育館の利用時の受付等に

ついては、教員ではなく、学校警備員等の職

員（一部、委託対応）が行っております。 

その他、一部団体の利用調整や施設管理等

の教員が対応している部分については、改善

の手法等について、検討してまいります。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

４ その他（１２件） 

38 

子どものスポーツ教室について練習や指導

の実態を把握し、指導者に過度な負担が生

じないようにルールを設ける必要があるの

ではないか。 

子どもを対象としたスポーツ教室の運営にあ

たっては、指導者とコミュニケーションをと

りながら、充実した指導ができるよう取り組

んでまいります。 

39 

基本目標の前提となる背景・課題の情報が

過多である。領域ごとの目指すところが簡

潔に示された方がよい。 

計画案では、第２章の５にて「取組みの課

題と方向性」を整理するとともに、第３章の

５にて「計画を推進する全体像」を整理いた

しました。 

今後も、読まれる方にわかりやすい計画と

なるよう努めてまいります。 

40 

施策の実施の順番を検討するために、予算

投入のロードマップを明記して施策の優先

順位をはっきりさせる必要がある。 

いただいたご意見を参考にし、今後の計画策

定の際に検討してまいります。 

41 特に意見は無し（2 件） ― 
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頁数 該当箇所 素案

8 （５）部活動の地域移行

本区においても、令和５年度のトライアル事業
を皮切りに、公益財団法人世田谷区スポーツ
振興財団（以下、「財団」という）を始めとした地
域団体等による、外部指導員による部活動運
営や合同部活動の実施や、総合型地域ス
ポーツ・文化クラブと学校との連携による地域
クラブ活動の実施に向け、段階的に移行を
図っていく予定です。

22

（３）スポーツを通じた地
域活性化について
②これからの取組み部
分

記載なし

頁数 該当箇所 素案

36

5．計画を推進する全体
像
※区民アンケート・区民
ワークショップなどから
見えた現状・課題と、対
応する施策の方向性に
関する表を新規追加

記載なし

　令和５年９月にまとめた素案について、区民意見募集等による意見などを踏まえ、素案から修正した箇所は以下
のとおりです。
　※頁数については、「案」のものです。

世田谷区スポーツ推進計画（令和6年度～13年度）
素案から案のおもな変更点について

本区においても、令和５年度のトライアル事業を皮切
りに、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団（以
下、「財団」という）を始めとした地域団体等による、外
部指導員による部活動運営や合同部活動の実施
や、総合型地域スポーツ・文化クラブと学校との連携
による地域クラブ活動の実施、部活動支援員の安定
的確保等に向け、段階的に移行を図っていく予定で
す。

案

第２章　本区を取り巻く現状と課題

第３章　本計画の基本的な考え方

一方で、成績を重視する結果、行き過ぎた指導へと
つながり、違法行為や一般社会のコンプライアンス違
反となるような事案が発生する恐れがあります。より
健全なスポーツの普及・推進のため、適切な指導・教
育が行われるよう周知等に取り組みます。

区民アンケート・区民ワークショップなどから見えた現
状・課題と、対応する施策の方向性に関する表の追
加

案

※下線部分が修正箇所です。

別紙２

1
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頁数 該当箇所 素案

61
②スポーツ推進委員の
活動支援
※新規追加

記載なし

第４章　スポーツ推進施策

案

②スポーツ推進委員の活動支援
スポーツ推進委員は、区内の各地域でスポーツに関
する様々なイベントを開催したり、総合型地域スポー
ツ・文化クラブやスポーツひろばの運営に協力してい
ます。また、スポーツ・レクリエーション活動の地域に
おけるコーディネーターでもあります。地域で活動す
るスポーツ推進委員のこれらの活動等を広くＰＲし、
認知度の向上を図り、担い手の確保や活動機会の
拡充に取り組みます。
事業名：スポーツ推進委員の活動支援
事業概要：スポーツ推進委員の活動をＰＲ、活動機会
を創出します。
目標【令和６年度】：
・スポーツ推進委員の活動についてＰＲ拡充
・地域や学校での活動機会の拡充
目標【令和９年度】：
・スポーツ推進委員の活動についてＰＲ拡充
・地域や学校での活動機会の拡充

2
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スポーツで 元気あふれる 世田谷 ～「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」～基本理念

世田谷区スポーツ推進計画（令和６年度～１３年度）計画案【概要版】

スポーツの
定義・範囲

ルールに基づいて勝敗や記録を競うスポーツだけでなく、ウォーキングや軽い体操、健康維持や介護予防等のための運動、散歩・散策、レクリエーション等、心と身体の健
康のための様々な身体活動をスポーツとして扱います。

別紙３

スポーツ推進計画策定の経過と趣旨

○「世田谷区スポーツ推進計画」（平成26（２０１４）年）に基づき、区民が「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポーツや運動
に親しみ、楽しむことのできる「生涯スポーツ社会」の実現に向けたスポーツ環境づくりを進めてきました。

○令和３（２０２１）年には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京２０２０大会」という）が開催されました。
⚫ 世田谷区ゆかりの選手をはじめとする多くの日本人選手が活躍しました。
⚫ ホストタウン・共生社会ホストタウンとしてアメリカ合衆国選手団のトレーニングキャンプを大蔵運動場で受け入れました。
⚫ 大会会場となった馬事公苑で行われた馬術競技のPRや、大蔵運動場等で実施されたホストタウンであるアメリカ合衆国選手
団のトレーニングキャンプとアメリカ選手との交流、 共生社会ホストタウンとしてパラスポーツの推進など、東京２０２０大会を
契機として創出されたレガシーは様々な形で引き継がれ、スポーツに親しむ環境を作ってきました。

○これまでの取組みを基本に据えつつ、国のスポーツ基本計画を参酌し、スポーツを取り巻く環境の変化に対応しながら、区が目指す生
涯スポーツ社会を実現するための目標と道筋を示す指針として本計画を策定します。

○個別で策定していたスポーツ施設整備方針を本計画に包含します。

○本計画は、国のスポーツ基本法に定められた「地方スポーツ推進計画」であり、区民が「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」 スポーツや運動に親しみ、
楽しむことのできる「生涯スポーツ社会」を実現するために、区が重点的に取り組むスポーツ施策の方向性を明らかにした基本的な指針です。

⚫ 上位計画である「世田谷区基本計画」と整合させながら、本区の関連計画と連携するものとして位置づけます。
⚫ 令和６年度～令和１３年度の８年間の計画期間です。年次計画については、事業の進捗状況を見据えつつ、社会情勢の変化などへの対応を図りながら、
令和10年度を目途に見直しをおこなうことを予定します。

計画の位置づけ・計画期間

本区を取り巻く現状と課題

＜国＞第３期スポーツ基本計画
（令和４年３月策定、令和８年度ま
での５年間）で新たな３つの視点
（「つくる/はぐくむ」、「あつまり、と

もに、つながる」、「誰もがアクセ
ス」）を生かして、施策・事業を立
案・実施するよう推進しています。

＜都＞「東京都スポーツ推進総合
計画」を策定し、スポーツ実施、健
康寿命の達成、共生社会の実現、
地域・経済の活性化を進めていま
す。

国・東京都の計画

⚫ 人口推移
⚫ 超高齢社会
⚫ ライフスタイルの変化
⚫ コロナ禍を踏まえた対応
⚫ 部活動の地域移行
⚫ ＤＸの推進
⚫ ＳＤＧｓの推進

本区を取り巻く社会状況

＜スポーツ活動状況＞
⚫ 令和４年度の成人のスポーツ実施率（週１回以上スポーツをす
る区民の割合）は48.2%です。

⚫ 障害のある方のスポーツ実施率は25.1％です。
⚫ スポーツ観戦率は58.6%、直接観戦率は15.9％です。
⚫ スポーツを支える活動を行った割合は11.1%です。
＜スポーツ実施環境＞
⚫ 区内には2６か所のスポーツ施設があります。（開設予定含む）
⚫ 区立６１小学校、２９中学校で学校開放を行っています。
＜スポーツを支える担い手＞
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団、スポーツ推進委員、総
合型地域スポーツ・文化クラブ、スポーツ・レクリエーション関係
団体（競技団体）、企業・大学・プロチームとの連携があります。

本区のスポーツに関する状況
(１)スポーツを通じた生活の質の向上
スポーツに触れる機会が少なかったり、関心が薄い区民に身近にスポーツを感じてもらえるよう、より
多様で幅広いスポーツ・運動の捉え方の見直しやスポーツに親しむきっかけづくりが必要です。また、
「仕事が忙しい」「体力に自信がない」などのスポーツをしない理由が多いことから、日常の生活の中で
体を動かす習慣が持てるような取り組みが必要です。

(２)スポーツを通じた共生社会の実現
東京2020大会のレガシーとしてのパラスポーツから、障害の有無や年齢、性別、ＬＧＢＴＱなどの性的
指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍等を問わず、全ての人が分け隔てなく共に参加できるユニ
バーサルスポーツの普及に向け、継続した取組みが必要です。また、スポーツを通じた交流の機会の創
出が必要です。

(３)スポーツを通じた地域活性化
スポーツ施設は新規整備も計画されている一方、未だにスポーツ需要に応えきれない状況や施設の老
朽化も課題です。また、地域スポーツを支える人材の育成・活用や、スポーツを通じて産業振興・観光、地
域活性化へ波及させていく必要があります。

取組みの課題と方向性

基本理念は、これまでの推進計画の理念を継承しつつ、従来の“目的”としての意味から“手段”としての意味に発展させたものとします。
⚫生涯スポーツ社会の実現は、引き続き本区の政策の軸の一つとし、生涯スポーツ以外にも領域を広げ、スポーツを様々な課題に対する解決の手段として捉えます。
⚫生活様式が多様化している中、「親しみ、楽しむ」をより時代に合わせて進化させていくことで、生活の質（クオリティ・オブ・ライフ）、ウェルビーイングの向上など、新たな価値を見出します。
⚫通勤や通学、家事、子育て等の日常生活の中で身体を動かすことや、文化活動に付随して身体を動かすことなど、ちょっとした運動も生活をより豊かにする機会として着目します。

本計画の基本的な考え方

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

スポーツ
推進計画

スポーツ
施設整備方針

スポーツ推進計画

（平成26年度～）

【10年】

調整計画

（令和4年度～）

【2年】

スポーツ推進計画

（令和6年度～令和13年度）【8年】

中間

見直し
スポーツ施設整備方針

（平成28年度～）

【8年】

世田谷区
スポーツ推進計画
（令和６年度～令和１３年度）

世田谷区基本計画
（令和６年度～令和１３年度）

○健康せたがやプラン
○世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
○せたがやインクルージョンプラン
（世田谷区障害施策推進計画）

○世田谷区教育振興基本計画
○世田谷区地域経済発展ビジョン
○世田谷区文化・芸術振興計画
○世田谷区地域行政推進計画 等

上位計画と整合

関連計画
と連携○スポーツ基本法

○第３期スポーツ基本計画

○東京都スポーツ推進総合計画

世田谷区

根拠・

参酌

参考

計画の位置づけ

国

東京都
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スポーツを通じて生活の質を向上させ、生きがい・健康づくりを支えます

(１)スポーツに親しむきっかけづくり

生活のあり方の多様化に適したスポーツにより、生活の質（クオリティ・オブ・
ライフ）を向上させ、生きがいの創出や健康づくりを支えることを目指します。

〈重点的な取組み〉
生涯スポーツの推進
スポーツや運動は、ライフステージやライフスタイルに応じ、関わり方や取り組み方は変
化していきます。スポーツや運動を習慣とするために子どもの頃から楽しむことができる
環境づくり、親子や多世代で参加できるスポーツイベントの実施、身近な場でスポーツに
参加できる機会の創出に取り組みます。

①いつでも・どこでも気軽にできるスポーツの普及

基本目標１

（４）スポーツを通じた健康づくりの支援

（３）スポーツを継続していく目標となる
環境づくり

（２）ライフスタイルに応じて
スポーツを楽しめる環境づくり

②スポーツをしていない人、関心が低い層へのアプローチ

スポーツを通じてコミュニティを形成し、共生社会の実現を目指します

（１）ユニバーサルスポーツの推進

スポーツへの参画を促して、地域のコミュニティを形成します。また、障害の
有無や年齢、性別、ＬＧＢＴＱなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、
国籍等を問わず、全ての人が分け隔てなく共にスポーツに参加できるよう、
ユニバーサルスポーツの推進により、共生社会の実現を目指します。

〈重点的な取組み〉
スポーツによる交流の推進
東京２０２０大会をきっかけとしたパラスポーツ推進の取組みにより、区民のパラス
ポーツへの理解は深まっています。この気運を一過性にすることなく、誰もが取り組める
パラスポーツの更なる普及と多様性に応じたスポーツ事業のユニバーサル化等により、
スポーツによる交流の推進に取り組みます。

①障害者が身近な場所でスポーツに触れる機会の確保

基本目標２

（４）東京2020大会レガシーの継承、
国際交流推進

（３）地域コミュニティ活動等との連携

（２）多様な主体におけるスポーツの機会
の提供

②スポーツ事業のユニバーサル化

スポーツを通じて地域を活性化し、活力あるまちづくりを進めます

（１）スポーツ施設の整備・活用

スポーツやスポーツ環境の整備を通じて、産業振興・まちづくりへの戦略
的な活用、SDGsへの貢献など、地域活性化を目指します。また、身近にス
ポーツに親しめるよう地域のスポーツを支えるために、関係機関との連携
やコーディネート、担い手の育成を図ります。

〈重点的な取組み〉
スポーツ環境の整備
現在、拠点スポーツ施設や地域スポーツ施設の整備を進めています。この整備に加え、
大蔵運動場・大蔵第二運動場の再整備事業計画などの場の整備を重点的に取り組むと
ともに、身近な場での運動の機会が確保できるよう環境整備に取り組みます。

①適切なスポーツ施設の配置

基本目標３

（４）スポーツツーリズム等による
地域・産業の振興

（３）地域スポーツ団体・民間団体等と
の連携強化・コーディネート

（２）地域スポーツを支える人材の
育成・活用

②スポーツ施設の機能充実

施策

施策

成果指標（令和13年）

①多様なライフスタイルに応じたスポーツの推進・環境の整備

①区民が継続してスポーツに取り組み、日々の練習の成果を
発揮できる各種大会の開催

②運動を実施することによる新たなメリットの創出

①多分野との連携による心身の健康づくりの促進

①だれもが楽しめるスポーツの場の創出

②スポーツに関する情報提供・発信の充実

①様々な場でのスポーツの取り込み

②スポーツを通じた新たなつながりの創出

①トップアスリートとの交流

②アメリカをはじめとした海外選手との交流による共生社会
推進の取組み

③パラスポーツの更なる普及啓発

①スポーツ指導者の発掘・育成・活用促進

②スポーツ推進委員の活動支援

①総合型地域スポーツ・文化クラブの支援

②区内を拠点としたスポーツ団体同士のコミュニティ促進・
地域事業展開の支援

③地域団体との連携による地域コミュニティ活動への派遣・
協力

①スポーツを通じた地域や産業の振興への貢献

②スポーツを通じたSDGs・社会貢献活動への取組み

③合理的で質の高い管理運営

施策の方向性

施策の方向性

施策の方向性

成果指標（令和13年度）

成果指標（令和13年度）

②週１回以上スポーツをす
る区民の割合（70%）

③１年間にスポーツを観戦
した区民の割合（70%）

①ユニバーサルスポーツに
関心を持つ区民の割合
（70%）

②スポーツを通じて新たな
交流が生まれていると感じ
る区民の割合（40%）

①１年間にスポーツを支え
る活動を行った区民の割
合（20%）

②スポーツが地域の活性化
に役立っていると思う区民
の割合（40%）

〈現状〉
成人のスポーツ実施率（週１回以上スポーツをする区民の割合）は、令和４年度で48.2％
と国・東京都に比べて低くなっています。また、スポーツを実施しない理由として、「仕事が
忙しいから」などの理由が多くなっています。

〈現状〉
共生社会の実現にスポーツが役立っていると思う区民の割合は24.５％、地域のつな
がりにスポーツが役立っていると思う区民の割合は24.2％となっています。

〈現状〉
１年間にスポーツを支える活動（スポーツの指導や大会の運営、試合の審判、イベントや
行事への協力等）を行った区民の割合は令和５年度で11.1％となっており、国の割合を
上回っているものの、引き続き充足していく必要があります。

スポーツ環境の整備の考え方

区民ニーズや施設の配置バランスを考慮したスポーツ施
設の整備を行うため、拠点スポーツ施設、地域スポーツ施
設、地区スポーツ施設に体系化します。

適切なス
ポーツ施
設の配置

スポーツ
施設の機
能充実

子どもから高齢者、障害のある人もない人もだれもが身近
な地域でスポーツに親しめるよう、ユニバーサルデザインや
地域性を踏まえたスポーツ施設の機能の充実を目指します。

合理的で
質の高い
管理運営

管理運営の効率化、施設の最適化を図るとともに、利用
者の利便性、安全性の向上、施設の有効活用等による利
用拡大など、合理的な質の高い管理運営を目指します。

施策

成果指標（令和13年度）

①スポーツが生活の質の向
上に役立っていると感じる
区民の割合（70%）

③スポーツボランティア制度の推進

16



 

 

世田谷区

スポーツ推進計画

令和６年度～１３年度

（案）

  

 

 

 

別紙４ 

17



 

 

 

  

18



 

 

 

  

区長挨拶文掲載 

19



 

 

目次 

第１章 スポーツ推進計画 （令和６年度～１３年度）の策定にあたって ... 1 

１．スポーツ推進計画策定の経過と趣旨 .......................................................... ２ 

２．計画の位置づけ・計画期間 ....................................................................... 3 

 

第２章 本区を取り巻く現状と課題 .............................................. 4 

１．国や東京都の動き ................................................................................... 5 

２．本区を取り巻く社会状況 ......................................................................... 7 

３．本区のスポーツに関する状況 ................................................................... 9 

４．本区のこれまでの取組み ......................................................................... 17 

５．取組みの課題と方向性 ............................................................................ 20 

 

第３章 本計画の基本的な考え方 ................................................ 23 

１．本計画におけるスポーツ .......................................................................... 24 

(１)スポーツの定義・範囲 .......................................................................... 24 

(２)多様な運動やスポーツ・形態の捉え方 ................................................... 24 

２．基本理念 ............................................................................................... 25 

３．基本目標 ............................................................................................... 26 

４．基本目標の成果指標 ............................................................................... 35 

５．計画を推進する全体像 ............................................................................ 36 

 

第４章 スポーツ推進施策 .......................................................... 38 

基本目標 1 スポーツを通じて生活の質を向上させ、生きがい・健康づくりを支えます .....39 

(１)スポーツに親しむきっかけづくり .......................................................... 39 

(２)ライフスタイルに応じてスポーツを楽しめる環境づくり ............................ 41 

(３)スポーツを継続していく目標となる環境づくり ....................................... 42 

(４)スポーツを通じた健康づくりの支援 ...................................................... 44 

 

基本目標 2 スポーツを通じてコミュニティを形成し、共生社会の実現を目指します .......45 

(１)ユニバーサルスポーツの推進 ............................................................... 45 

(２)多様な主体におけるスポーツの機会の提供 ........................................... 4８ 

(３)地域コミュニティ活動等との連携 ......................................................... 4９ 

(４)東京２０２０大会レガシーの継承、国際交流推進 ...................................... ５０ 

20



 

 

 

基本目標 3 スポーツを通じて地域を活性化し、活力あるまちづくりを進めます ............53 

(１)スポーツ施設の整備・活用 ................................................................... 53 

(２)地域スポーツを支える人材の育成・活用 ................................................ 60 

(３)地域スポーツ団体・民間団体等との連携強化・コーディネート ................... 62 

(４)スポーツツーリズム等による地域・産業の振興 ........................................ 65 

 

第５章 計画の推進にあたって .................................................... 67 

１．推進体制................................................................................................ 68 

２．本計画の評価 ......................................................................................... 69 

３．ＳＤＧｓへの貢献 ...................................................................................... 70 

 

第６章 参考資料 ..................................................................... 71 

１．世田谷区スポーツ推進審議会 ................................................................... 72 

２．区民ワークショップ ................................................................................. 74 

３．区民アンケート ....................................................................................... 75 

４．スポーツ施設に関する基礎情報 ................................................................ 81 

５．総合型地域スポーツ・文化クラブ ............................................................... 90 

６．スポーツ推進委員協議会 ......................................................................... 90 

 

 

  

21



 

 

 

 

 

  

22



 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 スポーツ推進計画 

（令和６年度～１３年度）の策定にあたって 
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2 

１． スポーツ推進計画策定の経過と趣旨 

世田谷区（以下、「本区」という）はこれまで、平成２６（２０１４）年に策定した「世田谷区スポー

ツ推進計画」に基づき、世田谷区民（以下、「区民」という）が「いつでも」「どこでも」「だれでも」

「いつまでも」スポーツや運動に親しみ、楽しむことのできる「生涯スポーツ社会」の実現に向け

たスポーツ環境づくりに取り組んできました。 

令和３（２０２１）年には東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京２０２０

大会」という）が開催され、本区ゆかりの選手をはじめとする多くの日本人選手が活躍し、日本

はオリンピックでは過去最多、パラリンピックでは過去２番目のメダルを獲得し、多くの国民に

感動を与えました。 

本区では、東京２０２０大会の気運醸成に向け、区・事業者・区民が一丸となって「おもてなし

の気運醸成」「次世代を担う子どもたちへの応援につながる地域コミュニティの活性化」に取り

組むプロジェクトなど、様々な取組みを計画してきましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響で、令和２（２０２０）年以降は計画変更を余儀なくされました。 

しかし、大会会場となった馬事公苑で行われた馬術競技のＰＲや、大蔵運動場等で実施され

たホストタウンであるアメリカ合衆国選手団のトレーニングキャンプとアメリカ選手との交流、

共生社会ホストタウンとしてパラスポーツの推進など、東京２０２０大会を契機として創出され

たレガシーは様々な形で引き継がれ、区民がスポーツに親しむ環境を作ってきました。 

また、令和７（２０２５）年に開催される第２５回夏季デフリンピック競技大会 東京２０２５（以

下、「東京２０２５デフリンピック」という）では、駒沢オリンピック公園総合運動場が競技会場の

一つになっており、同年には世界陸上競技選手権大会が東京で開催されるなど、更なるスポー

ツの気運醸成が見込まれています。 

こうした背景を踏まえ、世田谷区スポーツ推進計画（以下、「本計画」という）は、これまでの

取組みを基本に据えつつ、国のスポーツ基本計画を参酌し、スポーツを取り巻く環境の変化に

対応しながら、本区が目指す生涯スポーツ社会を実現するための目標と道筋を示す計画として

策定しています。 

また、個別で策定していたスポーツ施設整備方針については、本計画に包含します。 

 

  

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

スポーツ
推進計画

スポーツ
施設整備方針

スポーツ推進計画

（平成26年度～）

【10年】

調整計画

（令和4年度～）

【2年】

スポーツ推進計画

（令和6年度～令和13年度）【8年】

中間

見直し
スポーツ施設整備方針

（平成28年度～）

【8年】
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3 

２． 計画の位置づけ・計画期間 
 

(１) 計画の位置づけ 

本計画は、スポーツ基本法に定められた「地方スポーツ推進計画」であり、区民が「いつでも」

「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポーツや運動に親しみ、楽しむことのできる「生涯スポ

ーツ社会」を実現するために、本区が重点的に取り組むスポーツ施策の方向性を明らかにした

基本的な指針です。また、上位計画である「世田谷区基本計画」と整合させながら、本区の関連

計画と連携するものとして位置づけます。 

 

 

(２) 計画の計画期間 

本計画は、令和６年度～令和１３年度の８年間の計画期間とします。 

年次計画については、事業の進捗状況を見据えつつ、社会情勢の変化などへの対応を図り

ながら、令和１０年度を目途に見直しをおこなうことを予定します。 

 

世田谷区
スポーツ推進計画
（令和６年度～令和１３年度）

世田谷区基本計画
（令和６年度～令和１３年度）

○健康せたがやプラン
○世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
○せたがやインクルージョンプラン
（世田谷区障害施策推進計画）

○世田谷区教育振興基本計画
○世田谷区地域経済発展ビジョン
○世田谷区文化・芸術振興計画
○世田谷区地域行政推進計画 等

上位計画と整合

関連計画
と連携○スポーツ基本法

○第３期スポーツ基本計画

○東京都スポーツ推進総合計画

世田谷区

根拠・

参酌

参考

計画の位置づけ

国

東京都
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第２章 本区を取り巻く現状と課題 
 

26



 

 
5 

１． 国や東京都の動き 
 

(１) 国のスポーツ基本計画 

国の第３期スポーツ基本計画が、令和８（2026）年度までの５年間の計画期間として令和４

（２０２２）年３月に策定されました。同計画では、新たな３つの視点を生かして、施策・事業を立

案・実施することが求められています。「つくる／はぐくむ」については、多様な主体が参加でき

るスポーツの機会創出が考えられ、「あつまり、ともに、つながる」では、スポーツを通じた共生

社会の実現が考えられます。また、「誰もがアクセスできる」では、誰もが気軽にスポーツを楽し

める場づくり等が考えられます。 

本区でも、第３期スポーツ基本計画を参酌し、本区の実情を踏まえたスポーツ推進計画を策

定しています。 

 

＜国の第３期スポーツ基本計画の全体像＞ 

 
出典）文部科学省「第３期スポーツ基本計画」（令和４年３月２５日）より作成 

  

する みる ささえる

つくる／はぐくむ あつまり、ともに、つながる

誰もがアクセス

オリンピック・パラリンピックのレガシーの発展・継承

スポーツそのものが有する価値
スポーツが社会活性化等に寄与する価値

の更なる向上

第２期基本計画
３つの視点

第３期基本計画
新たな

３つの視点

今後５年間に
総合的かつ計画
的に取り組む

12の施策

①多様な主体におけるスポーツの機会創出
②スポーツ界における DX の推進
③国際競技力の向上
④スポーツの国際交流・協力
⑤スポーツによる健康増進
⑥スポーツの成長産業化

⑦スポーツによる地方創生、まちづくり
⑧スポーツを通じた共生社会の実現
⑨スポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化
⑩スポーツ推進のためのハード、ソフト、人材
⑪スポーツを実施する者の安全・安心の確保
⑫スポーツ・インテグリティの確保
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(２) 東京都のスポーツ推進総合計画 

東京都は「スポーツの力で東京の未来を創る」を基本理念とした「東京都スポーツ推進総合

計画」（平成３０年度～令和６年度）を策定して、都民のスポーツ実施率７０％達成を目標に掲げ

るとともに、スポーツ実施に留まらず、健康長寿の達成、共生社会の実現、地域・経済の活性化

を見据えたスポーツ推進を掲げています。また、都民の関心・取組みの度合いに応じた行動変

容ステージモデルに基づき、施策を位置づけています。 

 

＜東京都スポーツ推進総合計画の政策目標＞ 

 
出典）東京都「スポーツ推進総合計画」（平成３０年３月） 

 

＜行動変容ステージモデル及びスポーツ振興の考え方＞ 

 
出典）東京都「スポーツ推進総合計画」（平成３０年３月） 

28



 

 
7 

２． 本区を取り巻く社会状況 
 

(１) 人口推移 

本区の人口は、平成７(1995)年以降、令和３(2021)年まで一貫して増加し続け、この間、

９２万人を超えましたが、令和４(2022)年から減少に転じ、令和５（2023）年１月１日現在で

は９１５，４３９人となっています。将来人口推計では、令和６(2024)年より人口増に転じ、令

和２３（204１）年まで増加傾向が続くと見込まれています。 

また、外国人人口は、令和２(2020)年まで高い増加傾向を見せていましたが、コロナ禍以

降、いったん減少となりました。しかし、令和４（２０２２）年４月以降は再び増加に転じており、

外国人人口は今後も増加傾向が続くことが見込まれています。 
 

(２) 超高齢社会 

わが国では、平成１９（2007）年に高齢化率（６５歳以上の人口割合）が２１％を超え、「超高

齢社会」を迎えています。令和元（2019）年１０月１日現在では２８．４％、令和４７（2065）年

には３８．４％に達して、国民の約２．６人に１人が６５歳以上の者となる社会が到来するとされ

ています。超高齢社会化に伴い、財政構造が変化し、社会保障費の占める割合が増大します。

本区においても、日常のスポーツや運動の実施・普及による健康・福祉の充実と健康寿命の延

伸が必要となっています。 

 

(３) ライフスタイルの変化 

子育て世帯、単身世帯、勤労世帯、高齢夫婦世代などの世帯類型・属性により、生活様式が

多様化し、ニーズも変化しています。スポーツや運動の実施の目的・ニーズ（競技性、健康づくり、

余暇等）や内容・環境、場所・時間などが単一ではなく、多岐に渡っているため、本区において

も多様なライフスタイルに応じてスポーツや運動を行える環境が必要となっています。 
 

(４) コロナ禍を踏まえた対応 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、新しい生活様式への対応や、スポーツ施設利用、

大会・イベント開催に関する制限が行われ、テレワーク・外出自粛による運動不足を背景に、ス

ポーツ実施意欲への影響もありました。本区においても、これらの経験を生かし、ICT※1を活用

した身近な場所でのスポーツ実施等の取組みを発展させ、活用していく必要があります。 
 

 
※1 情報通信技術（Information and Communication Technology）のこと。 

従来から使われていた IT（Information Technology:インフォメーション・テクノロジー）に替わって、通信ネットワーク

によって情報が流通することの重要性を意識して使用されています。 
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(５) 部活動の地域移行 

少子化が進むなか、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことがで

きる機会を確保するため、中学校部活動の地域移行のあり方が検討されています。本区におい

ても、令和５年度のトライアル事業を皮切りに、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団（以下、

「財団」という）を始めとした地域団体等による、外部指導員による部活動運営や合同部活動の

実施や、総合型地域スポーツ・文化クラブと学校との連携による地域クラブ活動の実施、部活

動支援員の安定的確保等に向け、段階的に移行を図っていく予定です。 

 

(６) DX※2の推進 

AI※3やVR※4/AR※5の最新技術が急速に発展しており、これらの技術を活用した新たなスポ

ーツの取組みが増えています。本区においても、様々なデータの処理・利用のみならず、トレー

ニング等の動画制作やオンライン配信、ＶＲを活用したスポーツ体験、さらには健康づくりでの

活用も期待されています。 

 

(７) SDGsの推進 

自治体政策・地方創生におけるＳＤＧｓの推進が重要視され、スポーツは健康づくりや教育、

コミュニティ形成など、様々な面でＳＤＧｓ達成に寄与するとされています。本区においても、 

ＳＤＧｓの達成に向け、目標に関連する取組みを定め、事業を推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※2 デジタル・トランスフォーメーションのこと。ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）

の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させることを指します。 
※3 人工知能（Artificial Intelligence）のこと。知的情報処理をコンピューターで行う技術やシステムを指します。 
※4 仮想現実（Virtual Reality）のこと。コンピューターにより創出された仮想的空間を疑似体験するものを指します。 
※5 拡張現実（Augmented Reality）のこと。現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技術を指します。 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、平成２７（２０１５）年９月の国連サミ

ットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、２０３０年までに

持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。１７のゴール・１６９のターゲットから構成されており、地球上の「誰

一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。 
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３． 本区のスポーツに関する状況 
 

(１) 区民スポーツ活動状況 

①スポーツ実施率 

本区全体のスポーツ実施率は、令和４年度は４８．２%と国・東京都に比べて低く、目標（令

和５年度末６５%）に達していません。 

スポーツの定義や範囲の見直し、また、余暇活動でのスポーツ・レクリエーションの認識や

ニーズに応じた情報提供、関心喚起を進め、スポーツ・レクリエーションに親しむシーンを増

やし、身近に取り入れられるスポーツ・レクリエーションの浸透・理解を広める必要があります。 

 

 

＜スポーツ実施率の推移＞ 

 
出典）世田谷区「区民意識調査」、東京都「都民のスポーツ活動に関する実態調査」、スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関す

る世論調査」（各年度）より作成 
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性別で見ると、全体では女性よりも男性のスポーツ実施率が高くなっています。男性は、 

１０・２０歳代、 ４０歳代、８０歳以上の年齢層のスポーツ実施率が全体に比べて低く、女性は、

１０・２０歳代、３０歳代、４０歳代、８０歳以上の年齢層のスポーツ実施率が全体に比べて低く

なっています。 

 

＜スポーツ実施率（性年齢別）＞ 

 
出典）世田谷区「区民意識調査２０２２」（令和４年度）より作成 

 

運動やスポーツを実施しない理由は、「仕事が忙しいから」、「体力に自信がないから」、「運

動やスポーツが好きではないから」、「機会がないから」の割合が高くなっています。 

 

＜運動やスポーツを実施しない理由＞ 

 
出典）世田谷区「区民ウェブモニター調査２０２３」（令和５年度）より作成 

 

  

52.4%

46.0%

56.8%

47.9%

54.8%
52.9%

55.5%

49.3%
46.2%

35.7%

40.0%
42.2%

47.3%

55.1%
54.3%

39.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

全体 10・20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

男性 女性

(n=1,923)

24.0%

7.5%

22.6%

2.8%

8.6%

17.4%

19.8%

9.3%

2.9%

3.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

仕事が忙しいから

家事・育児が忙しいから

体力に自信がないから

場所や施設、用具がないから

お金がかかるから

機会がないから

運動やスポーツが好きではないから

他に関心事があるから

新型コロナウイルス感染症対策による日常生活の変化があったから

その他

(n=94)
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②障害者のスポーツ実施状況 

障害者の週１回以上のスポーツ実施率は２５．１%となっています。全く行わなかった割合

は５０．８%です。 

＜スポーツ実施状況（障害者）＞ 

 
出典）世田谷区「世田谷区障害者（児）実態調査報告書」（令和４年度）より作成 

 

 

③スポーツ観戦率 

区民のスポーツ観戦率（１年間における会場のほか、TV、インターネット中継を含む観戦率）

は５８．６％で、１８－２９歳を除いて女性より男性の方が高くなっています。また、男性は５０

歳以上の年齢層が特に高くなっています。 

＜スポーツ観戦状況＞ 

 
出典）世田谷区「区民ウェブモニター調査２０２３」（令和５年度）より作成 
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直接観戦率（競技場・体育館・パブリックビューイングを含む）は１５．９％であり、全国値の

２３．３%※6より低くなっています。 

＜スポーツ直接観戦状況＞ 

 
出典）世田谷区「区民ウェブモニター調査２０２３」（令和５年度）より作成 

 

④スポーツを支える活動 

区民が１年間にスポーツを支える活動※7を行った割合は「日常的に・定期的に行った」、「イ

ベント・大会で不定期に行った」を合わせて１１．１%で、国の９．９%※8を上回っています。う

ち、ボランティア活動では、スポーツクラブ・団体及び大会・イベントの運営や補助が多くなっ

ています。 

＜スポーツを支える活動の実施状況＞ 

 

出典）世田谷区「区民ウェブモニター調査２０２３」（令和５年度）より作成 

 

＜スポーツボランティア活動の内容＞ 

 
出典）世田谷区「区民ウェブモニター調査２０２３」（令和５年度）より作成  

 
※6 スポーツ庁令和４年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣ 
※7 スポーツの指導やスポーツ大会の運営、自身や子どもが所属するスポーツ団体やクラブの手伝い（練習や大会での参加者

の送迎、参加者の飲料や弁当の準備等）、試合の審判、クラブの運営や補助、イベントや行事への協力、寄附やチャリティー

活動などを指します。 
※8 スポーツ庁令和４年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣ 

15.9% 84.1%
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(n=551)
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スポーツクラブ・団体の運営や補助

スポーツ施設の管理の手伝い

大会・イベントの運営や補助

自身やお子さんが所属するスポーツ団体やクラブの手伝い

その他

(n=65)
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(２) スポーツ実施環境 

①世田谷区内のスポーツ施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮希望丘地域体育 ㉕和田堀給水所上部利用施設（予定） 

⑯北烏山地区体育室 

第２運動広場 

⑯北烏山地区体育室 

㉖J&S フィールド 

第一生命相娯園テニスコート 

㉔上用賀公園拡張計画地スポーツ施設(予定) 
 

㉔上用賀公園拡張計画地スポーツ施設(予定) 

地域スポーツ施設 

㉖J&S フィールド、第一生命相娯園テニスコート 

⑮希望丘地域体育館 

㉕和田堀給水所上部利用施設（予定） 

 

地区スポーツ施設 

拠点スポーツ施設 

⑮希望丘地域体育館 

⑯北烏山地区体育室 

（北烏山地区体育室第 2運動広場） 

⑰池尻小学校第２体育館 

⑱弦巻中学校トレーニングルーム 

⑲烏山中学校クライミングウォール 

※区立小・中学校での学校施設開放 

（地図上には示していません） 

⑲烏山中学校クライミングウォール 

⑱弦巻中学校 

トレーニングルーム 
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②学校開放 

区立６１小学校、２９中学校で学校開放を行っています。 

ダンス・軽体操、武道系、屋内スポーツ、屋外スポーツ、会議・学習・趣味系、芸術・音楽系な

どで利用されています。また、小学校では遊び場開放も行っており、中学校温水プールにつ

いても区民開放を行っています。 

 

  

烏山中学校温水プール 
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(３) スポーツを支える担い手 

①公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 

財団は、区民のスポーツ及びレクリエーション活動を普及振興するとともに、区民がスポー

ツ及びレクリエーション活動を通じて、心身ともに健康で豊かな生活を送ることができる生

涯スポーツ社会の形成に寄与することを目的として、平成１１（１９９９）年２月に設立されまし

た。設立以来、区民が「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」身近なところでスポー

ツに親しめる「生涯スポーツ社会」の実現を目指し、賛助会員をはじめとした関係機関と連携

し、子どもから高齢者まで幅広い区民のライフスタイル・ライフステージにあった、スポーツ及

びレクリエーション事業や健康づくり・体力づくりの場としての社会体育施設の管理及び運

営事業を実施し、幅広いスポーツ・レクリエーションの普及・振興に努めています。 

本区は、事業のノウハウを蓄積し、人材を育成している財団と緊密にコミュニケーションを

取りながら本計画に沿った事業の展開を推進し、財団は、世田谷区の体育協会及びレクリエ

ーション連盟としての役割を担い、スポーツ・レクリエーション関係団体（競技団体）や区内ス

ポーツ関係団体、都の体育協会などと連携を図っています。 

 

②スポーツ推進委員 

地域スポーツの中心として、本区や財団との連携のもと、地域の特色を活かして地域スポ

ーツの発展のために活動しています。また、総合型地域スポーツ・文化クラブをはじめ、地域

のスポーツ団体や関係団体との連携を図り、地域の中でのコーディネーターとしての役割を

担っています。（令和５年度現在４８名） 
 

③総合型地域スポーツ・文化クラブ 

身近な場所でいつでも、また、子どもから高齢者、障害のある方まで誰でも気軽にスポー

ツや文化活動を楽しめる場として、地域住民等が主体となって運営します。また、地域の特

性を活かした、世代を超えた交流事業を展開し、地域スポーツや地域コミュニティの中心とし

ての役割を担っています。（令和５年１２月現在９団体） 

 

④スポーツ・レクリエーション関係団体（競技団体） 

財団の賛助会員として、スポーツ・レクリエーション関係団体が、スポーツの普及・振興に係

る取組みや競技大会の開催・運営などの活動をしています。（令和５年度現在４９団体） 
 

⑤企業・大学・プロスポーツチームとの連携 

企業・大学・プロスポーツチームと連携した大会の価値向上や、施設利用、観戦招待、地域
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でのスポーツ活動などの協力を得ています。スポーツを通じたＳＤＧｓ、ＤＸ推進、産業活性

化など、新たな付加価値創出に向け、それぞれの特色を生かした取組みを行っています。 

本区内に拠点を置くリコーブラックラムズ東京（令和２（２０２０）年６月にチームを保有す

る株式会社リコーと本区は相互連携・支援協力に関する協定を締結）は、ラグビー体験教室

の開催や介護予防講座をはじめ、ラグビーを通じた様々な地域貢献活動に取り組んでいま

す。 

また、本区内・近隣には１７にも上る大学（学部）があり、スポーツイベントや体験会での協

力など、大学が持つ専門性や資源を活かした連携を行っています。 

  

あんしんすこやかセンターでの 
高齢者介護予防講座 

（リコーブラックラムズ東京による協力） 

38



 

 
17 

４．  本区のこれまでの取組み 
 

(１) 生涯スポーツの振興 

平成２６（２０１４）年に２０２０年のオリンピック・パラリンピックの開催都市が東京に決定しま

した。平成２７（２０１５）年に馬術競技の会場が区内にある馬事公苑に決まり、アメリカ合衆国

選手団のトレーニングキャンプが大蔵運動場等で行われることを受け、平成２７（２０１5）年に

アメリカ合衆国のホストタウンとして内閣官房に登録されました。 

こうした状況を受け、本区は、スポーツ・文化・教育などの、幅広い分野でアメリカ合衆国との

交流の機会を創出するとともに、様々な国や地域との交流や「おもてなし」について計画して取

り組んできました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で大会が１年延期となり、対面で

の交流は限られましたが、レター交流や、ビデオメッセージ、アメリカの選手が説明する動画を

活用したスポーツクリニックなどの交流を行ってきました。さらに、区内で実施された東京２０

２０大会の取組みを伝えるため、区内５地域の公共施設で聖火トーチやサイングッズ、パネル等

の展示、動画放映を実施しました。 

生涯スポーツの振興では、年代や生活環境等のライフステージに応じたスポーツやレクリエ

ーション活動の推進に取り組んできました。子どもがスポーツに親しむきっかけづくりや、スポ

ーツに積極的に取り組むための目標設定と環境づくりを目的としたジュニアアカデミーなどの

事業等を実施しました。また、高齢者向けのトレーニング教室や、親子スポーツ教室、レディース

スポーツ事業など、生涯に渡ってスポーツを楽しめる環境をつくってきました。 

また、区民が目標となるような世田谷２４６ハーフマラソンなど、様々なスポーツ大会を開催

し、継続的にスポーツに取り組んでもらうきっかけとなる環境づくりにも取り組んできました。 

 

  
世田谷２４６ハーフマラソン              アメリカ選手団のトレーニングキャンプ（大蔵運動場） 
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(２) 地域スポーツの振興 

地域スポーツの振興では、総合型地域スポーツ・文化クラブの新規設立への支援を行ってお

り、９団体（令和５年１２月現在）の総合型地域スポーツ・文化クラブが区内で活動しています。

特にコロナ禍では、活動が制限されるなか、感染対策を徹底したうえで、スポーツ推進委員や

教育委員会等とも意見交換などを行いながら、区民が地域スポーツや文化活動に参加できる

よう、スポーツに触れるきっかけづくりに取り組んできました。 

また、スポーツ推進委員への研修や、せたがや元気体操リーダー育成講座などに加え、財団

においてもスポーツ指導に関する正しい知識・技術や安全の確保などに関する基礎・専門講習

や、指導者の登録・養成・活用を図る「世田谷区スポーツ・レクリエーション指導者制度」の運用

など、地域スポーツを支える人材の育成・活用を行うとともに、スポーツを通じた地域活性化

に取り組んでいます。 

 

(３) スポーツの場の整備 

スポーツの場の整備では、アメリカ合衆国選手団のキャンプ地の決定を受け、令和元（２０１９）

年に、大蔵運動場陸上競技場のスタンド棟を、誰もが使いやすいバリアフリー機能を備えた施

設に改修しました。加えて、昨今の酷暑における施設利用等を考慮して、大蔵第二運動場に休

憩所を整備しました。また、希望丘中学校の統廃合により生じた体育館を改築し、希望丘地域

体育館として整備するなど、様々な機会を捉えて整備を進めてきました。 

さらに、株式会社リコーの協力による砧総合運動場テニスコートの区民利用をはじめ、第一

生命保険株式会社の協力による、日本女子体育大学と本区で共同借り受けするＪ＆Ｓフィール

ドの区民利用、第一生命相娯園テニスコートの区民利用など、民間事業者と連携した場の確保

に努めてきました。 

また、中規模体育館や多目的広場などを擁する上用賀公園拡張計画地の整備事業は、「上用

賀公園拡張事業基本計画」を策定し、令和１３年度以降の全体開設を目指し取組みを進めると

ともに、大蔵運動公園・大蔵第二運動公園の再整備の検討や東京都水道局施設和田堀給水所

上部利用の地域スポーツ施設整備の計画策定など、スポーツ施設の場の整備に取り組んでい

ます。 

  

大蔵運動場陸上競技場スタンド 
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(４) パラスポーツの推進 

本区では、東京２０２０パラリンピックをパラスポーツ推進の最大の契機とするために、パラ

リンピックの正式種目である「ボッチャ」を通じたパラスポーツの推進・普及啓発を図ることを

目的に、平成３０年度に一般社団法人日本ボッチャ協会と全国の自治体で初めて連携協力に関

する協定を締結しました。障害者施設や小中学校、民間企業など様々なチームが出場する「ボ

ッチャ世田谷カップ」を開催し、年々、参加チームが増え、子どもから高齢者、障害者など誰もが

楽しめる大会へと発展を遂げています。 

また、ボッチャボールセットやフライングディスク等のパラスポーツ用具の貸出を行い、身近

な場所でパラスポーツに触れる機会を創出してきました。さらに、障害の有無や程度、運動の

得意・不得意など個人の状況に合わせた指導をアスリートやスタッフが行うなど、これまでのパ

ラスポーツイベントのプログラムを見直し、ユニバーサルスポーツイベントとして体験型事業を

実施し、多くの方々に参加いただき、障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツを通じた

交流が行われました。 

今後もこのような機会を通じて、多くの方にパラスポーツに興味・関心を持っていただくと

ともに、障害の有無等に関わらず参加できるようユニバーサルの視点に立った運営を行い、ス

ポーツを通じた共生社会の実現を目指します。 

 

  

２０２３ボッチャ世田谷カップ 障害のある人もない人も共に楽しめる 
スポーツ・レクリエーション交流事業 
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５． 取組みの課題と方向性 

本計画では、これまでの取組みと取り巻く環境を踏まえ、以下の課題への対応が求められます。 

 

(１) スポーツを通じた生活の質の向上・生きがい・健康づくりについて 

①課題 

成人のスポーツ実施率（週１回以上スポーツをする区民の割合）は、令和４年度の世田谷区

区民意識調査で４８．２％と国・東京都に比べて低くなっています。スポーツへの関わり方や

動機・理由は、年齢・性別・LGBTQ※9などの性的指向及びジェンダーアイデンティティ※10・地

域・そのときの生活状況などによっても変化し、多様化しています。区民ウェブモニター調査

によると、スポーツや運動を実施しない理由には「仕事が忙しいから」、「体力に自信がない

から」、「運動やスポーツが好きではないから」といった声が多くあげられており、スポーツに

触れる機会が少ない区民やスポーツへの関心が低い区民に向けた、スポーツや運動を身近

に感じてもらえるような普及啓発や関心喚起が課題となっています。また、すでにスポーツ

や運動に取り組んでいる区民に対しては、継続して取り組むことができる環境を整備するこ

とが求められています。 

 

②これからの取組み 

スポーツに触れる機会が少ない区民や、スポーツへの関心が低い区民に身近にスポーツ

を感じてもらえるよう、より多様に楽しめる幅広いスポーツ・運動の捉え方の見直しや、スポ

ーツや運動に親しむきっかけづくりを進めていきます。朝の体操から通勤時や買い物の時間

などを利用したウォーキング、仕事や家事などの合間に行う運動や気分転換のサイクリング

など、日常の生活の中で体を動かす習慣を持てるような啓発・発信に取り組んでいきます。

また、スポーツや運動を身近に感じてもらえるように、いつでも・どこでも気軽にできるスポ

ーツや運動の普及を推進します。 

さらに、多様なライフスタイル・属性・世帯構成や日常生活のあり方に浸透するようなスポ

ーツや運動の機会の提供やスポーツを継続していく目標となる環境づくりに取り組むととも

に、スポーツを通じた心身の健康づくりを支援することで、健康寿命の延伸につながること

を目指します。  

 
※9 ＬＧＢＴＱとは、レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（性自認

が出生時に割り当てられた性別とは異なる人）、クエスチョニング（性のあり方をあえて決めないまたは決められない人）ま

たはクイア（多様な性を包括する言葉）の頭文字をとった言葉を指します。 
※10自分の性別が女性・男性のいずれであるかについての内的な感覚・自覚。大半は生物学的性別（肉体的な特徴にもとづいて

出生時に割り振られた性別）と一致しますが、一致しないケースもあり、また、そもそも男女の二分法にあてはまらないケー

スもあります。核となる部分は幼年期におおむね形成されますが、その後も生育環境の影響も受けながら発達すると考え

られています。 
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(２) スポーツを通じた共生社会の実現について 

①課題 

東京２０２０大会を契機として創出されたレガシーを継承し、障害の有無や年齢、性別、ＬＧ

ＢＴＱなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍等を問わず、全ての人が分け隔

てなくスポーツに親しむ環境を整備していくことが求められます。 

パラスポーツへの関心向上に向けては、パラスポーツ大会の誘致や観戦機会の提供、体験

の場の創出に継続して取り組んでいく必要があります。 

また、スポーツを通じて多様な主体同士がつながり、交流できる機会を創出していく必要

があります。 

 

②これからの取組み 

パラスポーツのさらなる推進や、障害の有無や年齢、性別、ＬＧＢＴＱなどの性的指向及び

ジェンダーアイデンティティ、国籍等を問わず、全ての人が分け隔てなく共に参加できるユニ

バーサルスポーツ※11の普及に積極的に取り組みます。 

パラスポーツへの関心向上のため、「する」スポーツにとどまらず、「みる」スポーツとして、

パラ陸上競技会や車いすバスケットボールのエキシビションマッチ等のパラスポーツ大会の

誘致・開催にも注力します。さらに、令和７（２０２５）年に開催される東京２０２５デフリンピッ

クでは、駒沢オリンピック公園総合運動場が競技会場の一つになっており、これらの機会を

捉えて、さらなるパラスポーツの気運醸成を図ります。 

スポーツを通じた交流は、地域コミュニティの形成につなげることができます。スポーツを

通じた新たなつながりの創出や、地域やスポーツへの愛着の醸成のため、スポーツを契機と

したさらなる交流の機会を創出します。こうしたことから、スポーツ実施場所についても、ス

ポーツ施設に留まらず、地域での多様な場の広がりを捉えていきます。運動習慣を日常生活

の一部にするきっかけづくりとして、地域文化・コミュニティ活動の前後に運動プログラムを

入れるなど、様々な場においてスポーツの取り込みを図ります。 

  

 
※11 パラスポーツのＰａｒａは「並行する」の意で、「もう一つのスポーツ」を表し、障害のある方のために考えられたスポーツを指

します。一方、ユニバーサルスポーツとは障害の有無や年齢、性別、ＬＧＢＴＱなどの性的指向及びジェンダーアイデンティ

ティ、国籍、スポーツの得意・不得意等に関わらず、誰もが取り組むことができるスポーツを指します。 
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(３) スポーツを通じた地域活性化について 

①課題 

施設環境については、未だにスポーツ需要に応えきれない状況や施設の老朽化も課題と

なってきています。 

「ささえる」スポーツについては、指導者等の高齢化等に対するフォローアップ・マッチング、

世代交代を見据えた支援が求められています。 

スポーツを通じたＳＤＧｓの推進や産業分野等との連携など、スポーツの新たな価値につ

いて検討・創出するため、大学・企業の特色を生かした取組みの継続・強化に着目していくこ

とが重要です。 

 

②これからの取組み 

様々な機会を捉え、スポーツ施設の整備・配置を図るとともに、スポーツ施設の機能充実

や合理的で質の高い管理運営に取り組みます。また、大学や民間事業者等との連携によるス

ポーツの場の拡充のあり方について検討します。 

スポーツを「ささえる」こともスポーツに関わるあり方として重要です。スポーツを支える

活動への参加を促進するとともに、様々な制度を活用した地域スポーツにおける人材育成

と活用に取り組みます。 

また、部活動の地域移行などを見据えたスポーツ指導者の育成も求められています。指導

にあたっては正しい知識・技術や、スポーツ事故を防止するための安全の確保に関する知識

などが求められます。一方で、成績を重視する結果、行き過ぎた指導へとつながり、違法行

為や一般社会のコンプライアンス違反となるような事案が発生する恐れがあります。より健

全なスポーツの普及・推進のため、適切な指導・教育が行われるよう周知等に取り組みます。

これらの資質を備えた指導者が地域で活動することにより、区民がスポーツをする楽しさや

喜びを感じ、継続してスポーツに親しむことへとつながります。加えて、身近な場所で、いつ

でもスポーツができる環境として、総合型地域スポーツ・文化クラブなどの地域住民が主体

となった地域スポーツ団体が大きな役割を担っており、人材確保など組織づくりを支援しま

す。 

さらに、スポーツを通じた地域活性化や産業振興へ波及させていく必要があります。行政

によるスポーツの取組みだけでなく、民間・団体など多様な主体によるスポーツの機会の提

供が求められており、様々な団体と連携してスポーツを通じた地域や産業の振興へ寄与しま

す。 
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第３章 本計画の基本的な考え方 
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１． 本計画におけるスポーツ 
 

(１) スポーツの定義・範囲 

本計画では、スポーツの定義・範囲を以下のとおりと捉えます。 

 

ルールに基づいて勝敗や記録を競うスポーツだけでなく、ウォーキングや軽い体操、健康維

持や介護予防等のための運動、散歩・散策、レクリエーション等、心と身体の健康のための

様々な身体活動をスポーツとして扱います。 

 

※なお、これらは「する」スポーツを指し、スポーツ実施率の対象とするものです。 

「みる」「ささえる」スポーツの定義・範囲を定めるものではありません。 

 

(２) 多様な運動やスポーツ・形態の捉え方 

スポーツの捉え方は時代によって変化しています。スポーツの語源はラテン語の

deportare（気晴らし、楽しみ、遊び、休養の意味）であり、本区では、国の動向を踏まえて、健

康維持等のための階段昇降、通勤等での一駅歩き、自転車利用などの運動もスポーツに位置

づけます。また、東京都の動向を踏まえて、散歩・散策、ペットの散歩などもスポーツに位置づ

けます。さらに、鬼ごっこ等の幼児の遊びなど成長に応じた運動もスポーツに含みます。また、

スポーツとして「する」、「みる」、「ささえる」、「つくる／はぐくむ」、「あつまり、ともに、つなが

る」、「誰もがアクセスできる」ような、あらゆる形態を含みます。近年高まりが見られるｅスポー

ツやマインドスポーツなども、今後の施策への活用を検討しつつ、国や東京都の動向を注視し

ていきます。 

以上のように、本区では、多様な運動やスポ－ツの形態を幅広く捉えていくとともに、区民

に対しては機会を捉えて周知し、区民一人ひとりがスポーツを気軽に、そして身近に感じても

らえるように取り組みます。 

 

  元旦あるこう会 ダンスカレッジ 砧総合支所 
庁舎内の階段 
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２． 基本理念 

本計画の基本理念を以下のとおりとします。 

 

 

 

スポーツは、競技力向上や体力の向上、健康維持増進だけでなく、精神的な成長や人と人、

地域と地域との交流も促進します。 

今後１０年先を見据えた８年間のスポーツの推進にあたっては、ひともまちもスポーツで元

気あふれることを目標とし、本計画の基本理念に掲げます。 

また、「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」は、前計画でも基本理念に掲げられて

いる普遍的・基本的な考え方として本計画でも継承します。 

 

基本理念は、これまでの推進計画の理念を継承しつつ、従来の“目的”としての意味から

“手段”としての意味に発展させたものとします。 

⚫ 生涯スポーツ社会の実現は、引き続き本区の政策の軸の一つとし、生涯スポーツ

以外にも領域を広げ、スポーツを様々な課題に対する解決の手段として捉えま

す。 

⚫ 生活様式が多様化している中、「親しみ、楽しむ」をより時代に合わせて進化させ

ていくことで、生活の質（クオリティ・オブ・ライフ）、ウェルビーイング※12の向上な

ど、新たな価値を見出します。 

⚫ 通勤や通学、家事、子育て等の日常生活の中で身体を動かすことや、文化活動に

付随して身体を動かすことなど、ちょっとした運動も生活をより豊かにする機会

として着目します。 

  

 
※12 ウェルビーイングとは、心身が健康で、社会的に満たされた状態をいいます。多面的に満たされている状態を維持できる

ことや、多面的な幸せを表す考え方もあります。 

スポーツで 元気あふれる 世田谷 

～「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」～ 
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３． 基本目標 
 

基本目標１ スポーツを通じて生活の質を向上させ、生きがい・健康づくりを支えます 

生活のあり方の多様化に適したスポーツにより、生活の質（クオリティ・オブ・ライフ）を向上さ

せ、生きがいの創出や健康づくりを支えることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ スポーツを通じてコミュニティを形成し、共生社会の実現を目指します  

スポーツへの参画を促して、地域のコミュニティを形成します。また、障害の有無や年齢、性別、

ＬＧＢＴＱなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍等を問わず、全ての人が分け隔

てなく共にスポーツに参加できるよう、ユニバーサルスポーツの推進により、共生社会の実現を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ スポーツを通じて地域を活性化し、活力あるまちづくりを進めます 

スポーツやスポーツ環境の整備を通じて、産業振興・まちづくりへの戦略的な活用、ＳＤＧｓへ

の貢献など、地域活性化を目指します。また、身近にスポーツに親しめるよう地域のスポーツを

支えるために、関係機関の連携やコーディネート、担い手の育成を図ります。 

  

〈重点的な取組み〉 生涯スポーツの推進 

スポーツや運動は、ライフステージやライフスタイルに応じ、関わり方や取り組み方は変化し

ていきます。スポーツや運動を習慣とするために子どもの頃から楽しむことができる環境づ

くり、親子や多世代で参加できるスポーツイベントの実施、身近な場でスポーツに参加できる

機会の創出に取り組みます。 

〈重点的な取組み〉 スポーツによる交流の推進 

東京２０２０大会をきっかけとしたパラスポーツ推進の取組みにより、区民のパラスポーツ

への理解は深まっています。この気運を一過性にすることなく、誰もが取り組めるパラスポー

ツの更なる普及と多様性に応じたスポーツ事業のユニバーサル化等により、スポーツによる

交流の推進に取り組みます。 

〈重点的な取組み〉 スポーツ環境の整備 

本区では、平成２８（２０１６）年に「世田谷区スポーツ施設整備方針」を策定し、目指すべき

区立スポーツ施設の整備の考え方を示しました。また、「世田谷区スポーツ推進計画（平成２６

年度～令和５年度）」の事業計画である「前期年次計画」「後期年次計画」「調整計画」で具体的

な整備計画を明らかにし、拠点スポーツ施設である上用賀公園拡張事業計画や地域スポーツ

施設である和田堀給水所上部利用のスポーツ施設の整備計画を進めています。 

今後も引続き、現在進めている拠点スポーツ施設や地域スポーツ施設の整備に加え、大蔵

運動公園・大蔵第二運動公園の再整備計画など、場の整備を重点的に取り組むとともに、身

近な場での運動の機会が確保できるよう環境整備を進めます。 

これらを踏まえ、スポーツ環境の整備の考え方については、次のとおりとします。 
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スポーツ環境の整備の考え方 

１ 適切なスポーツ施設の配置 

 

 

 

 

東京２０２０大会以降の世界大会等における日本人選手の活躍などにより、改めてスポーツ

に対する興味・関心が高まっています。また、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の５類移

行に伴う環境の変化や超高齢社会等を背景とした健康志向の高まり等から、気軽にスポーツ

に親しみたい人や取り組みたい人など、スポーツに対する関心が高まり、そのための環境整備

も求められています。 

スポーツ施設（場）は、今後もさらなる拡充が求められる一方、都市計画、建築、公園等の法

制限等により、整備可能な用地は限られています。 

このような状況を踏まえ、スポーツ施設の効果的、効率的整備のため、世田谷区公共施設等

総合管理計画などを踏まえ、拠点スポーツ施設、地域スポーツ施設、地区スポーツ施設に体系

化し、それぞれの位置づけや機能に応じた整備を行うことで、さまざまなスポーツニーズに対

応していきます。また、競技スポーツだけでなく健康づくりのための運動を含めて身近にスポ

ーツができる環境を整備するため公園・緑地などのオープンスペースの活用を図ります。 

また、様々な機会を捉えて、スポーツの場の整備検討を行うとともに、区内大学や民間事業

者との連携、学校施設などの既存施設の有効活用についても検討を進めます。 

 

（１）スポーツ施設の体系化 

スポーツの場のさらなる拡充が求められる中、都市部でかつ住宅地が多い本区の特性上、大

規模施設の建設には様々な課題があります。 

このため、今後のスポーツの場の確保や整備にあたっては、スポーツ施設を役割や機能など

によって拠点スポーツ施設、地域スポーツ施設、地区スポーツ施設に体系化し、区民ニーズや

施設の配置バランスなどを考慮した整備を進めます。 

  

区民ニーズや施設の配置バランスを考慮したスポーツ施設の整備を行うため、拠点スポ

ーツ施設、地域スポーツ施設、地区スポーツ施設に体系化します。 
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≪スポーツ施設の体系図≫ 

 

位置づけ 

①９２万人都市世田谷 

にふさわしい 

拠点スポーツ施設整備 

（拠点スポーツ施設） 

②５つの地域の 

スポーツ拠点整備 

（地域スポーツ施設） 

③身近なスポーツ活動・

運動の場の整備 

（地区スポーツ施設） 

考え方 
世田谷区のスポーツ拠点と

なる施設 

区内５地域を単位とした、それ

ぞれの地域の拠点となる施設 

最も身近な、日常的にスポ

ーツをする施設等 

役割と 

機能 

・多種目、多機能 

・大規模未利用地への整備 

・全区的な大会開催が可能

な規模の確保 

・新たなニーズへの対応（ア

ーバンスポーツなど） 

・「みる」スポーツの場とし

ての機能の検討 

※本来備えるべき機能を上

用賀公園と既存の拠点施

設で「分担」する。 

・公共施設の用途転換、複合化

等の機会をとらえた整備 

・学校開放推進の余地の検討 

・民間、大学連携による区民開

放 

・種目に応じた専用設備（コー

トやゴールなど）の設置 

・地域で行う小規模な大会開

催が可能な規模の確保 

・新たなニーズへの対応（アー

バンスポーツなど） 

・公園、緑道などのオープ

ンスペースの活用（健康器

具、ランニング、ジョギン

グ、ウォーキング） 

・区民利用施設の利用 

施設の 

例示 

・総合運動場（大蔵運動場、

二子玉川緑地運動場） 

・大蔵第二運動場 

・上用賀公園（拡張事業計

画中） 

・地域体育館（八幡山、尾山台、

希望丘）、 

・千歳温水プール 

・公園施設 

・学校施設の一部（学校温水プ

ール等） 

・和田堀給水所上部利用施設

（計画中） 

・北烏山地区体育室 

・学校施設（トレーニングル

ーム等） 

・公園、緑道、区民利用施

設（多目的室等） 
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（２）スポーツ施設の各位置づけの整備・活用 

本区はこれまで、総合運動場や地域体育館をはじめとするスポーツ施設の整備に取り組み、

平成２１年度には、旧厚生年金スポーツセンターを取得し、大蔵第二運動場を開設するなど、ス

ポーツの場の確保と整備に努めてきました。一方、区民のスポーツ推進を図る中で、地域や地

区における区民のスポーツ需要に応えきれていない状況もあります。 

このため、拠点スポーツ施設、地域スポーツ施設、地区スポーツ施設の体系を踏まえ、それぞ

れの規模や目的に応じた整備・確保に取り組みます。 
 

①９２万人都市世田谷にふさわしい拠点スポーツ施設整備（拠点スポーツ施設） 

拠点スポーツ施設は、区のスポーツ拠点と位置づけ、大規模な全区的スポーツ大会等の利用

を可能とするとともに、パラスポーツ推進の拠点としての機能を備えます。 

東京２０２０大会では、昭和３９（１９６４）年の東京オリンピックに続き、馬事公苑が馬術競技

会場として、また、大蔵運動場・大蔵第二運動場はアメリカ合衆国チームのキャンプ地となりま

した。令和５（２０２３）年に、第１回ＷＢＳＣ※13女子Ｕ１５ソフトボールワールドカップ２０２３が大

蔵運動場野球場を競技会場の一つとして開催されました。また、昭和３９（１９６４）年の東京オ

リンピックでは、駒沢オリンピック公園も会場の一つとして競技が展開され、国際大会やプロチ

ームの試合などが行われ、東京２０２５デフリンピックの競技会場の一つとなっています。 

新たな世田谷区基本計画では、大蔵運動場のほか、駒沢オリンピック公園や上用賀公園等の

エリアを「国際スポーツ交流の軸」として位置付けており、このような機会を活かしながら、競技

会場や練習会場としての誘致、また、スポーツをテーマとした交流などにより地域の発展にも

寄与していきます。 

本区では、平成２８（２０１６）年３月に約１ha の公園として開園した上用賀公園（既開園区域）

に隣接する国家公務員住宅跡地（約３．１ha）を取得しました。既存の緑を保全しながら、スポー

ツの場を確保するとともに、防災機能も併せ持つ都市公園として整備する計画を進めています。

また、大蔵運動公園・大蔵第二運動公園は、区の公共施設等総合管理計画における「建築より６

５年での改築または長寿命化改修を検討」する基本方針を踏まえ、大蔵運動場体育館の老朽化

への対応、大蔵第二運動公園の運動施設面積の超過、両施設の機能重複、ニーズ多様化への対

応などの課題を整理した再整備計画の検討を進め、９２万人都市にふさわしい拠点スポーツ施

設となるよう、「国際スポーツ交流の軸」の具現化を図ります。 

 

 

 

  

 
※13 世界野球ソフトボール連盟（World Baseball Softball Confederation）のこと。 

大蔵運動場体育館（大蔵４丁目） 大蔵第二運動場（大蔵４丁目）  上用賀公園拡張計画地（上用賀４丁目） 
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②５つの地域のスポーツ拠点整備（地域スポーツ施設） 

地域スポーツ施設は、５つの地域の核となる機能を果たす場として位置づけ、各地域の特性

や利用者ニーズを踏まえたスポーツ施設整備を図ります。また、地域スポーツ施設は多世代・多

機能な施設整備を行います。 

現在、世田谷地域に３カ所、北沢地域に２カ所、玉川地域に５カ所、砧地域に２カ所、烏山地

域に２カ所を地域スポーツ施設として整備しており、今後さらに、北沢地域に１カ所の設置を予

定します。 

地域ごとのグラウンドや体育館など施設の種別の偏りについては、土地利用転換等に伴う

用地や施設の活用、学校施設、公園施設、区民利用施設等の複合化等による整備、公共施設の

改修や複合化等の機会を捉えた整備等で対応します。 

 

 

 

 

③身近なスポーツ活動・運動の場の整備（地区スポーツ施設） 

地区スポーツ施設は、区民が身近な場所でいつでも気軽にスポーツ・運動ができる環境とし

て位置づけ、地区体育施設だけでなく、公園や緑道等もそのような機会を提供する場ととらえ

ます。それぞれの敷地規模や施設特性等を考慮したうえで、運動スペースの確保や健康器具等

の設置など、総合支所や都市整備領域所管と連携し、身近な場所でのスポーツ活動・運動の場

の環境整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾山台地域体育館 
（尾山台３丁目） 

希望丘地域体育館 
（船橋６丁目） 

弦巻中学校トレーニングルーム 
（弦巻１丁目） 

烏山中学校クライミングウォール 
（南烏山４丁目） 

北烏山地区体育施設 運動広場 
（北烏山８丁目） 
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（３） 学校開放の推進及び民間事業者や大学との連携 

最も身近なスポーツの場である区立小・中学校での学校開放については、多くの区民に利用

されている一方で、十分に需要に応えきれていない現状もあります。こうした状況を改善し、よ

り多くの区民が利用できるよう、教育委員会や学校と協力し、さらなる区民利用枠の拡大に努

めます。また、区内には、スポーツの推進に積極的な大学や民間事業者が多くあります。これら

事業者や大学との連携・協力のもとで施設の地域開放に取り組み、区民のスポーツの場を拡充

します。 

 

①学校開放の推進 

本区では、早くから学校開放に取り組み、現在ではすべての区立小・中学校が地域への開放

を行っています。平成２２年度には「学校施設の地域利用に係る指針」を策定し、地域のスポー

ツ団体などが学校施設を利用しやすいようにするなど、改善も行ってきました。 

今後も、周辺環境との調和や近隣との関係に配慮した上で、より一層学校開放を進めるとと

もに、夜間照明の設置による利用時間拡大など、施設の有効利用により、より多くの区民が学

校施設を活用できるよう、環境を整えます。 

 

②区内大学・民間事業者との連携・協力 

区民がスポーツに親しむ場を一層充実させるためには、スポーツの推進に積極的な区内の

大学や民間事業者との協力・連携が欠かせません。本区はこれまでも、株式会社リコーの協力

による砧総合運動場テニスコートの区民利用をはじめ、第一生命保険株式会社の協力による、

日本女子体育大学と本区で共同借り受けするＪ＆Ｓフィールドの区民利用、第一生命相娯園テ

ニスコートの区民利用など、民間事業者と連携した場の確保に努めてきています。今後も、大

学や民間事業者等との連携によるスポーツの場の拡充を図ります。 

また、大学や民間事業者の特色を生かしたイベント開催など、区民が身近にスポーツに親し

む機会の提供にも取り組みます。 

 

  第一生命相娯園テニスコート 
（給田１丁目） 

Ｊ＆Ｓフィールド 
（給田１丁目） 

リコー砧総合運動場 
（宇奈根１丁目） 
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２ スポーツ施設の機能充実 

 

 

 

 

 

スポーツへの関心や関わり方、スポーツをする動機や理由は、年齢や性別、ＬＧＢＴＱなどの

性的指向及びジェンダーアイデンティティ、地域、そのときの生活状況など、また、多様なライフ

スタイルや属性によっても様々であることから、スポーツに触れる機会を増やしていくことが

必要です。そのため、スポーツを実施する場所においても、スポーツ施設に限らず、地域での

様々な場において、運動やスポーツに取り組める機会を確保していくことが必要です。 

特に、スポーツ施設においては、単なるスポーツをする場だけではなく、スポーツや運動を通

じて、多世代の交流や地域コミュニティの核となる場としての機能が求められています。その

ため、誰もが、施設を快適に利用できるよう、施設のバリアフリー化やわかりやすいサイン表示

などユニバーサルデザインの導入など、これまで以上にスポーツ施設の更なる多様性・快適性

等が求められています。 

その一方で、一部のスポーツ施設では建物や設備等の老朽化が進行しており、快適性の低下

や施設機能の維持が課題となっています。 

計画的な改修による施設の維持保全、予防保全に努め、施設の適正化を図りながら、誰もが

安全、安心で快適に利用できるよう、スポーツ施設の機能充実と長寿命化を進めます。 

 

（１）ユニバーサルデザインや多様性に配慮した、誰もが使いやすい施設機能の整備 

東京２０２０大会を契機として、障害の有無や年齢・性別・ＬＧＢＴＱなどの性的指向及びジェ

ンダーアイデンティティ・国籍等にかかわらず、スポーツに対する関心が高まっており、東京２０

２０大会のレガシーとしてパラスポーツの推進に取り組んでいます。特に、パラスポーツ競技の

一つであるボッチャは、誰もが気軽にできることから、広がりを見せています。今後も、パラス

ポーツの推進や誰もが気軽に自由にできるユニバーサルスポーツの普及を進めていくために、

施設のバリアフリー化やわかりやすいサイン表示など、誰もがスポーツ施設を気軽に、快適に

利用できるよう幅広い対応を進めます。 

また、スポーツ施設へ来場しやすい環境整備を進めるとともに、利用者アクセス方法などの

丁寧な案内などを進めるほか、スポーツ後の交流の場など、施設の安全性・快適性の向上を図

り、スポーツを通じた交流も楽しめる環境整備を進めます。さらに、広い空間を有する区立スポ

ーツ施設は、災害時には区民の避難場所等の機能が求められるほか、拠点スポーツ施設では、

区の防災拠点としての機能を果たせるように対応を進めていきます。 

  

子どもから高齢者、障害のある人もない人も、だれもが身近な地域でスポーツに親しめ

るよう、ユニバーサルデザインや地域特性を踏まえてスポーツ施設の機能の充実を目指

します。 
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（２）まちづくり等と連携したスポーツ施設整備 

スポーツ施設の整備にあたり、特に、学校跡地や公共施設、民間施設の空き地等の未利用地

の確保が可能な場合は、地域特性等を踏まえた取組みを進めます。 

世田谷の豊かな自然や住環境との調和を図りながらスポーツ施設の環境整備を進めていき

ます。また、脱炭素社会の実現を見据えた二酸化炭素排出量削減に取り組み、スポーツ施設の

省エネルギー化に加え、創エネルギーなどの取組みも進めます。また、スポーツ施設の更なる多

様性、快適性等を図りながら、多世代の交流や地域コミュニティの場としての役割を果たして

いくなど、世田谷らしいスポーツ施設として環境を考慮した施設づくりを進めます。 

 

（３）計画的なスポーツ施設の維持・保全 

スポーツ施設を含めた区内の公共施設の多くが老朽化に伴う建替えや改築の検討時期を迎

えているなか、本区の公共施設等総合管理計画等を踏まえ、引き続き計画的な改修による維

持保全、予防保全に努め、長寿命化改修・建替えの検討を行うとともに、スポーツ施設の機能

充実を図ります。 
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３ 合理的で質の高い管理運営 

 

スポーツ施設は、子どもから高齢者まで、また障害の有無にかかわらず、多くの人が快適に

スポーツを楽しめる場として利用できるよう、怪我や事故防止などの安全面において、常に施

設が適切に管理・運営していくことが必要です。 

質の高いスポーツ環境を提供する施設として、日常のきめ細かな施設の点検など施設維持

管理を行うとともに、通常の運営に加え、救急時においても適切な対応ができるよう常に最適

な状態でスポーツ施設のサービスが提供できるような管理運営を目指します。 

 

（１）質が高く管理しやすいスポーツ施設整備 

常にスポーツ施設を最適な状態で区民に提供するために、点検、修繕、清掃等の維持管理が

容易に行えるよう、メンテナンス性の向上を目的とした施設整備に取り組みます。 

大蔵運動場や大蔵第二運動場等の広い敷地を有するスポーツ施設や、計画中の上用賀公園

拡張事業等では、施設内の各競技場間の連携、効率化に向けた整備等、利用者の利便性向上

に向けた検討を進めます。 

 

（２）スポーツ施設ごとの管理運営面の最適化 

スポーツ施設では、競技力の向上や健康増進などを目的とした利用をはじめ、スポーツを通

じた交流など多様なニーズに応えていくため高い専門知識が求められます。また、施設ごとの

特性や利用者ニーズに的確かつ柔軟に対応できるよう、専門的なノウハウをもった民間事業者

が施設管理及び運営を行う指定管理者制度の活用をはじめ、今後、さらに効率的かつ効果的

な施設管理及び運営ができるよう、様々な手法の検討を進めます。 

  

管理運営の効率化、施設の最適化を図るとともに、利用者の利便性・安全性の向上、施設

の有効活用等による利用拡大など、合理的で質の高い管理運営を目指します。 
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４． 基本目標の成果指標 

本計画の基本目標に対する成果指標を以下のとおりとします。 

 

＜基本目標に対する成果指標＞ 

基本目標 成果指標 

(１)スポーツを通じて生活

の質を向上させ、生きが

い・健康づくりを支えます 

・スポーツが生活の質の向上に役立っていると感じる区民の 

割合 

・週１回以上スポーツをする区民の割合 

・１年間にスポーツを観戦した区民の割合 

(２)スポーツを通じてコミ

ュニティを形成し、共生社

会の実現を目指します 

・ユニバーサルスポーツに関心を持つ区民の割合 

・スポーツを通じて新たな交流が生まれていると感じる区民の 

割合 

(３)スポーツを通じて地

域を活性化し、活力あるま

ちづくりを進めます 

・１年間にスポーツを支える活動を行った区民の割合 

・スポーツが地域の活性化に役立っていると思う区民の割合 
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５． 計画を推進する全体像 
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第４章 スポーツ推進施策 
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基本目標 1 スポーツを通じて生活の質を向上させ、生きがい・健康づくりを支えます 
 

(１) スポーツに親しむきっかけづくり 

■施策の方向性 

スポーツ施設でなくても、いつでも・どこでも気軽に行えるスポーツの普及に取り組みます。

特に、身近な場所でランニングやジョギング、ウォーキングができるような環境の整備や、仕事

や家事・育児の合間に行える運動等の普及・啓発など、日常的に、気軽にスポーツに親しめるよ

う効果的な情報発信を行います。また、スポーツの観戦機会を提供し、スポーツへの興味・関心

を高め、参加意欲の喚起に取り組みます。 

 

①いつでも・どこでも気軽にできるスポーツの普及 

スポーツや運動を身近に感じてもらえるように、気軽にできるスポーツや運動の普及を推

進します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 
・気軽にできるスポーツの普及 

・公共施設等へのボッチャコートの設置 

事業概要 

・ラジオ体操など気軽に参加できる場を提供します。 

・ランニングやジョギング、ウォーキングコースの環境整備に取り組

みます。 

・身近なウォーキングコースや運動施設などの情報を発信します。 

・公共施設等へボッチャコートを設置することで、身近にボッチャが

楽しめる環境を整備します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・公園等でのラジオ体操の開催拡充 

・ランニングやジョギング、ウォーキングコ

ースの調査・環境整備の検討 

・身近なウォーキングコースや運動施設な

どの情報発信 

・ボッチャコート設置場所の拡充検討 

・公園等でのラジオ体操の開催拡充 

・ランニングやジョギング、ウォーキングコ

ースの環境整備 

・身近なウォーキングコースや運動施設な

どの情報発信 

・ボッチャコート設置場所の拡充 
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リコーブラックラムズ東京の試合観戦イベント 

（駒沢オリンピック公園陸上競技場） 

ラグビーワールドカップ 2023 パブリックビューイング 

（二子玉川ライズ スタジオ ＆ ホール） 

②スポーツをしていない人、関心が低い層へのアプローチ 

スポーツや運動をすることが、健康づくりや生きがい、コミュニティ形成につながることか

ら、日常の生活の中で気軽に体を動かす習慣を持てるよう、まちなかなどでスポーツに触れ

る場や機会を提供します。また、スポーツ観戦機会を拡充し、応援する楽しさや、一生懸命打

ち込む姿を間近で観ることで、スポーツへの関心を高めるとともに心の豊かさを育みます。 

●主な事業・年次計画 

事業名 
・スポーツに触れる場や機会の提供 

・多分野との連携によるスポーツの取り込み 

事業概要 

・まちなかで気軽に参加できるスポーツイベントを実施します。 

・健康づくり講座や文化活動のプログラムに、スポーツや運動を組み

合わせて実施できるよう多分野と連携します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・まちなかでの事業実施手法の検討・調整 

・多分野との連携事業の検討・調整 

・まちなかでの事業実施 

・多分野との連携事業の実施 

 

●主な事業・年次計画 

事業名 スポーツ観戦機会の拡充 

事業概要 
各団体等と協力し、試合観戦イベントやパブリックビューイング等スポ

ーツを観戦する機会を設けます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・観戦の実施・観戦機会の拡充 

・パラスポーツ大会の誘致・開催 

・区民への広報 

・観戦機会の拡充 

・パラスポーツ大会の誘致・開催 

・区民への広報拡充 
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子ども対象教室 

（SETAGAYA FUN AND SMILE SPORTS） 

元気なシルバーいきいきトレーニング 

(２) ライフスタイルに応じてスポーツを楽しめる環境づくり 

■施策の方向性 

多様なライフスタイルに応じたスポーツの推進やスポーツ環境の整備を進めます。 

子どもを対象としたスポーツ教室などによる、子どもたちの技術向上や精神面の成長を図り

ます。子育て世代に対する支援としては、財団で実施している託児サービス付きフィットネスな

ど、子育て中でも安心してスポーツができるような環境の整備を行います。また、親子体操な

ど子どもと一緒に参加できる事業の拡充や、各種大会・イベントにおいて親子等で楽しめる部

門やプログラムのほか、若年層から高齢者まで、年齢に応じた運動プログラムを実施します。 

 

①多様なライフスタイルに応じたスポーツの推進・スポーツ環境の整備 

スポーツには多様な効果があり、生活の質の向上をもたらします。誰もがスポーツを身近

に感じ、日常的にスポーツを楽しむことができるようライフスタイルに応じたスポーツの推進

に取り組みます。また、多様なライフスタイルに応じたスポーツ環境の整備にも取り組みます。 

●主な事業・年次計画 

事業名 ライフスタイルに応じた事業の実施・スポーツ環境の整備 

事業概要 

・子どもから高齢者まで、ライフスタイルに応じたスポーツの推進に

取り組みます。（ジュニアアカデミー、レディーススポーツ事業、親子

スポーツ教室、各種フィットネス教室、元気なシルバーいきいきトレ

ーニング等） 

・ライフスタイルに応じたスポーツ環境の整備に取り組みます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・身近な地域での事業の実施検討 

・スポーツ施設の利用拡大に向けた検討 

・オンライン講座の拡充検討 

・身近な地域での事業の実施 

・スポーツ施設の利用拡大 

・オンライン講座の拡充実施 
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(３) スポーツを継続していく目標となる環境づくり 

■施策の方向性 

区民が継続してスポーツに取り組み、日々の練習の成果を発揮できる各種大会を開催しま

す。財団や財団の賛助会員である各種競技団体などと協力し、区民の目標としてふさわしい大

会であるよう、内容の充実を図るとともに、開催環境を整備しながら継続して実施します。さら

に、選手として参加するだけではなく、大会を支え、盛り上げるボランティア、応援としての参

加の機会も広げます。また、運動を実施することによる新たなメリットの創出に取り組みます。 

 

①区民が継続してスポーツに取り組み、日々の練習の成果を発揮できる各種大会の

開催 

世田谷２４６ハーフマラソンや、区民体育大会をはじめとする各種競技大会を開催し、区民

が継続的にスポーツに取り組み、日々の練習の成果を発揮できる機会を確保します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 

・世田谷２４６ハーフマラソンの開催 

・区民体育大会の開催 

・各種大会・イベントにおいて親子や子どもが楽しめる部門やプログラ

ムの実施 

事業概要 

・スポーツの基礎の１つである走ることを通じて、継続的なスポーツ実

施を促進するため、世田谷２４６ハーフマラソンを開催します。 

・スポーツに取り組む区民が日々の練習の成果を発揮できる場とし

て、区民体育大会を開催します。 

・家族や子どもによるスポーツ参加の機会を確保するため、各種大

会・イベントにおいて親子等で参加できる部門や子どもが参加でき

る大会プログラムを実施します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・世田谷２４６ハーフマラソンの開催 

・区民体育大会の開催 

・世田谷２４６ハーフマラソン等における

親子や子どもによる参加部門の実施と

内容の充実 

・世田谷２４６ハーフマラソンの開催 

・区民体育大会の開催 

・世田谷２４６ハーフマラソン等における親

子や子どもによる参加部門の実施と内容

の充実 
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②運動を実施することによる新たなメリットの創出 

スポーツや運動に関心のない人にも新たに取り組んでもらえるように、また、スポーツや

運動を行ってきた人にも継続的に取り組んでもらえるように、健康ポイント付与の仕組みを

創設します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 スポーツや運動することによるインセンティブ(健康ポイント)付与 

事業概要 
区や財団等が実施するスポーツ教室やスポーツ大会への参加や、ウ

ォーキング等による歩数に対し健康ポイントを付与します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・健康ポイント付与の調査・検討 ・健康ポイント付与の実施 
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お茶ヨガ～和室で行う茶道とヨガの教室～ 

(４) スポーツを通じた健康づくりの支援 

■施策の方向性 

スポーツは、生活習慣病の予防やストレスの発散など、健康づくりの重要な要素のひとつで

す。保健・福祉、教育など多分野と連携し、スポーツを取り入れた心身の健康づくりを促進しま

す。 

 

①多分野との連携による心身の健康づくりの促進 

スポーツや運動が日常生活に取り込まれるよう、茶道を学ぶプログラムとヨガを組み合わ

せた講座のように健康づくり講座や文化活動の取組みの中でスポーツや運動に触れる機会

を創出します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 多分野との連携によるスポーツの取り込み【再掲】 

事業概要 
健康づくり講座や文化活動のプログラムに、スポーツや運動を組み 

合わせて実施できるよう多分野と連携します。【再掲】 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

多分野との連携事業の検討・調整 多分野との連携事業の実施 
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基本目標 2 スポーツを通じてコミュニティを形成し、共生社会の実現を目指します 
 

(１) ユニバーサルスポーツの推進 

■施策の方向性 

障害のある方が身近な場所でスポーツに触れる機会を確保し、障害のある方が気軽に参加

できるイベント・体験会・教室を実施するとともに、障害のある人もない人も共に楽しめるユニ

バーサルスポーツイベントを実施するなど、スポーツ事業のユニバーサル化を進めます。加えて、

ボッチャをはじめとするパラスポーツをさらに推進するとともに、パラスポーツを支える人材

の確保・育成に取り組みます。 

 

①障害者が身近な場所でスポーツに触れる機会の確保 

障害のある方が体験会や教室、パラスポーツ用具を通じて、身近な場所等で気軽にスポー

ツに触れる機会を確保します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 

・パラスポーツ用具の貸出 

・公共施設等へのボッチャコートの設置【再掲】 

・ゆにすぽデリバリー※14 

事業概要 

・区民等を対象に、パラスポーツ用具の貸出を行い、身近な場所でパ

ラスポーツに触れる機会を確保します。 

・公共施設等へボッチャコートを設置することで、身近にボッチャが楽

しめる環境を整備します。【再掲】 

・障害のある方が身近な場所で、希望にそったスポーツ・レクリエーシ

ョンの指導が受けられるよう講師派遣を行います。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・パラスポーツ用具の貸出事業の実施 

・パラスポーツ用具貸出場所の拡充検討 

・ボッチャコート設置場所の拡充検討 

・パラスポーツ貸出用具の拡充 

・パラスポーツ用具貸出場所の拡充 

・ボッチャコート設置場所の拡充 

 

  

 
※14 障害のある方が、より身近にスポーツ・レクリエーション活動を楽しめる環境づくり等を目的として、パラスポーツ講師を

派遣し、希望の内容や障害の程度に合わせたスポーツ・レクリエーションの指導を行っています。 
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●主な事業・年次計画 

事業名 障害者を対象としたスポーツ教室等の実施 

事業概要 
障害のある方を対象とした運動教室や水泳教室、またスポーツを一

緒に楽しむ合同運動会などを実施します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

障害者が気軽に参加でき、継続的にスポ

ーツに取り組める事業の実施 

障害者が気軽に参加でき、継続的にスポ

ーツに取り組める事業の実施 
 

②スポーツ事業のユニバーサル化 

障害の有無や年齢、性別、ＬＧＢＴＱなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍

等を問わず、誰もが一緒にスポーツを親しみ、楽しめる場として、参加者同士の交流を目的

としたイベントを開催します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 ユニバーサルスポーツイベント 

事業概要 

障害のある人もない人も共に楽しめるよう、障害の程度にあわせて

参加できるパラスポーツを通じたレクリエーション交流や、障害のあ

る方をサポートするボランティアを配置したイベントを実施します。

また、障害の有無や運動の得意・不得意などに関係なく誰もが参加

しやすい多様な内容のプログラムを実施していきます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・ユニバーサルスポーツイベントの実施 

・様々なイベントのユニバーサル化の検

討 

・ユニバーサルスポーツイベントの実施 

・様々なイベントをユニバーサル化して実

施 

 

ユニバーサルスポーツイベント  
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③パラスポーツの更なる普及啓発 

ボッチャをはじめとする各種パラスポーツ種目の交流大会や体験会などを通じて、区民が

パラスポーツを体験し、親しむ機会を拡充しながら更なる普及啓発を図ります。 

●主な事業・年次計画 

事業名 

・ボッチャ世田谷カップの開催 

・パラスポーツ冊子の発行 

・ボッチャの取組みに関する情報の集約と発信 

事業概要 

・ボッチャの交流大会として、複数チームが参加し勝敗を競うボッチャ

世田谷カップを開催し、区民によるパラスポーツへの関心をさらに高

めるとともに、ボッチャを通じて障害のある人とない人が交流するこ

とで、区民の障害理解の促進を図ります。 

・パラスポーツ冊子である「世田谷パラスポーツ」の定期的な更新を行

い、パラスポーツの周知・啓発を行います。 

・ボッチャコートにおいて、区民等が自由にボッチャに取り組み、互いに

交流し情報交換できる場を設けます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・ボッチャ世田谷カップの開催 

・区民等が自由にボッチャに取り組み、交

流できる場の提供 

・ボッチャ世田谷カップの開催 

・パラスポーツ冊子の内容更新 

・区民等が自由にボッチャに取り組み、交

流できる場の提供 

 

●主な事業・年次計画 

事業名 パラスポーツイベントに向けたボランティア・講習会 

事業概要 

区内で開催されるパラスポーツ事業に従事してもらうスポーツボラン

ティアを募集し、活動に向けた講習会を実施していきます。イベント当

日は、活動を通じてスポーツボランティア同士やイベント参加者との交

流の機会を設け、参加者のボランティアの気運を高めていきます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

スポーツボランティア講座実施、従事イベ

ントの充実 

スポーツボランティア講座実施、従事イベ

ントの充実 
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(２) 多様な主体におけるスポーツの機会の提供 

■施策の方向性 

身近な場所でだれもが楽しめるスポーツの場を創出し、スポーツに関する情報提供・発信を

充実させます。 

 

①だれもが楽しめるスポーツの場の創出 

気軽に身近な場所でスポーツに取り組むことができるよう、行政だけでなく、スポーツ関

係団体、学校等、様々な主体が連携・協働し、だれもが楽しめるスポーツの場を創出します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 だれもが楽しめるスポーツの場の創出 

事業概要 
区民が気軽に、身近な場所でスポーツに取り組むことができるよ

う、スポーツ関係団体等と連携・協働していきます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

各団体との連携・協働内容の検討、調整 各団体との連携・協働による場の創出 

 

②スポーツに関する情報提供・発信の充実 

区民のニーズを把握し、情報発信をする内容や対象によって、ツールを使い分けた効果的

な情報提供や、気軽に情報が入手できるよう、インターネットやＳＮＳ※15を活用した情報発信

の充実を図ります。 

●主な事業・年次計画 

事業名 情報提供・発信の充実 

事業概要 
・多分野と連携した情報提供を行います。 

・情報発信の充実を図ります。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・連携する多分野事業の調査・検討 

・ＳＮＳでの周知検討・実施 

・多分野事業等でのスポーツ事業の周知 

・ＳＮＳでの周知拡充 

 
※15 ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）のこと。登録した利用者だけが参加できるイン

ターネットのWebサイトを指します。 
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(３) 地域コミュニティ活動等との連携 

■施策の方向性 

運動習慣を日常生活の一部にするきっかけづくりとして、地域文化・コミュニティ活動の前後

に運動プログラムを入れるなど、様々な場でのスポーツの取り込みを図ります。加えて、スポー

ツを通じた新たなつながりの創出や、地域やスポーツへの愛着の醸成のため、スポーツを契機

としたさらなる交流に関する機会を創出します。 

 

①様々な場でのスポーツの取り込み 

地域で行われている文化活動やＰＴＡ活動、町会・自治会活動等の中に、スポーツや運動の

プログラムの普及を推進します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 スポーツや運動プログラムの普及 

事業概要 
地域コミュニティ活動へのスポーツや運動プログラムの普及を推進

します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

各活動への取り組み内容の検討・調査 各活動への運動プログラムの提供 

 

②スポーツを通じた新たなつながりの創出 

健康づくりや文化活動など、様々な会合や講座が開催されています。そこで培われたつな

がりだけでなく、スポーツにかかる活動にも参加してもらうことで、スポーツを通じた新たな

つながりの機会を創出します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 スポーツを通じた新たなつながりの創出 

事業概要 

様々な会合や講座への参加者に、スポーツに関する活動情報を周知

し、参加を促すことでスポーツを通じた新たなつながりを創出しま

す。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

連携できる活動等の検討・調整 連携先での周知・スポーツの場の提供 
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アスリート派遣事業 

(４) 東京２０２０大会レガシーの継承、国際交流推進 

■施策の方向性 

区民とトップアスリートが交流する機会を設けます。 

ホストタウンとなっているアメリカ合衆国をはじめ、海外選手との交流により国際理解を深

め、共生社会の推進に取り組みます。 
 

①トップアスリートとの交流 

東京２０２０大会後のレガシーの取組みとして、スポーツに対する関心や気運の高まりを一

過性で終わらせないため、スポーツの魅力や素晴らしさを継続して伝えていくことを目的に、

区民とアスリートとの直接交流の場を設けます。 

●主な事業・年次計画 

事業名 学校へのアスリート派遣事業 

事業概要 

区立全幼稚園・小中学校などへ、アスリートを派遣しオリンピアン・パ

ラリンピアンをはじめとしたトップアスリートと直接交流すること

で、子ども達に夢に向かって努力する事や困難を克服する意欲を伝

えていきます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

区内２５カ所で実施 全区立校・園実施後（令和７年度）、事業

の検証を踏まえた上での実施 
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区民スポーツまつりでの車いすバスケ体験会 区民スポーツまつりでの空手体験コーナー 

パラ陸上車いす競技会（区内小学生観戦招待） 区内小学校児童と選手との交流 

●主な事業・年次計画 

事業名 スポーツイベントの実施 

事業概要 

スポーツイベントにトップアスリートを招待し、身近に交流する機会

を設けることで、スポーツに関心を持ってもらう機会を作っていき

ます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

区民スポーツまつり等スポーツイベント

の実施 

区民スポーツまつり等スポーツイベント

の実施 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

●主な事業・年次計画 

事業名 スポーツ観戦機会の拡充【再掲】 

事業概要 
各団体等と協力し、試合観戦イベントやパブリックビューイング等ス

ポーツを観戦する機会を設けます。【再掲】 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・観戦の実施・観戦機会の拡充 

・パラスポーツ大会の誘致・開催 

・区民への広報 

・観戦機会の拡充 

・パラスポーツ大会の誘致・開催 

・区民への広報拡充 
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②アメリカをはじめとした海外選手との交流による共生社会推進の取組み 

USOPC※16をはじめ、東京２０２０大会を契機に関わってきた団体とのつながりを活かし、

海外の選手との交流の機会を創出していくことで、国際交流を通じた共生社会の推進に取

り組みます。 

●主な事業・年次計画 

事業名 海外選手との交流事業 

事業概要 

ホストタウンとなっているアメリカ合衆国をはじめ、国際大会等で来

日した海外選手と区民が交流をもてるよう、大会組織委員会やＵＳ

ＯＰＣをはじめとした関係団体と連携し、海外選手と区民の交流の

機会を設けます。交流を通じてスポーツへの関心を高めるととも

に、国際交流を通じた多文化共生社会を推進します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

海外選手との交流事業実施 海外選手との交流事業実施 

  

 
※16 アメリカオリンピック・パラリンピック委員会（United States Olympic & Paralympic Committee）のこと。 
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基本目標 3 スポーツを通じて地域を活性化し、活力あるまちづくりを進めます 
 

(１) スポーツ施設の整備・活用 

■施策の方向性 

スポーツ施設を拠点スポーツ施設、地域スポーツ施設、地区スポーツ施設の体系に分類し、

適切なスポーツ施設の整備・配置や機能の充実を図るとともに、スポーツ施設の機能充実や合

理的で質の高い管理運営に取り組みます。また、大学や民間事業者等との連携によるスポーツ

の場の拡充を図ります。 

 

①適切なスポーツ施設の配置 

多様化する区民のスポーツニーズに対応するため、新規整備をはじめ、大学や民間スポー

ツ施設等の既存施設の区民開放につながる連携の検討を進め、誰でも使いやすい施設機能

の充実したスポーツの場を確保します。 

 

●主な事業・年次計画 

  

 
※17 

本区が資金調達し、民間事業者が設計から維持運営まで一括して実施する（Design Build Operation）手法のこと。 

事業名 上用賀公園拡張計画地におけるスポーツ施設の整備 

事業概要 

令和５（２０２３）年１１月に「上用賀公園拡張事業基本計画」を策定し、事

業手法をＤＢＯ手法※17に決定しました。令和１３年度以降の全体開設に

向け、上用賀公園拡張計画地に、区民体育大会やパラスポーツ大会な

どが開催可能な体育館と、多目的に利用可能な屋外広場を備えた誰も

が使いやすいスポーツ施設の整備を進めます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・事業者公募準備に着手 

・上用賀四丁目地区地区計画変更の進行 

一部開設に向けた設計・工事の進行 
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●主な事業・年次計画 

事業名 大蔵運動公園・大蔵第二運動公園の再整備 

事業概要 

令和１３（２０３１）年に大蔵運動場体育館が築６５年となることに向け

て、施設の老朽化への対応や、大蔵第二運動公園の運動施設面積の超

過、両施設の機能重複、多様化するニーズへの対応などの課題を整理

し、両施設の整備計画の検討を進めます。 

検討にあたっては、９２万人区民を支えるスポーツの場としての機能の

拡充、両施設を一体的に捉えた機能の整理、上用賀公園拡張計画地に

開設予定のスポーツ施設との機能分担、パラスポーツ推進の拠点とし

ての役割といった視点を踏まえ、拠点スポーツ施設としての役割の拡

充を検討します。 

また、「みる」スポーツの場としての機能の必要性・実現可能性、防災・

減災に資する施設として備えるべき機能等についても、両施設を一体

的に捉えて検討を行います。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・施設老朽化への対応を契機とした、重複

機能の整理・統合、設備拡充の検討 

・区民のスポーツ実施状況やスポーツ施設

へのニーズを踏まえ、大蔵運動公園・大

蔵第二運動公園再整備の基本構想の策

定に向けた検討 

・基本構想の政策決定及び基本計画の策

定に向けた準備 

・官民連携の推進など事業手法の検討 
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●主な事業・年次計画 

事業名 和田堀給水所上部利用施設など地域のスポーツ施設の整備 

事業概要 

スポーツ施設が不足している場所においては、それぞれの地域・地区の

特性や利用者ニーズを踏まえ、民間事業者や大学等との連携推進、大

規模な土地利用転換等に伴う用地や施設の活用、学校施設・区民利用

施設等の複合化による整備、公共施設の改修や複合化等の機会を捉え

て整備を進めます。 

また、整備にあたっては、ボッチャや東京２０２０大会にて若者を中心に

気運が高まったスケートボード等アーバンスポーツの新たな競技の場

の確保を含め、利用者ニーズや周辺環境等を十分考慮した上で、施設

整備・機能の充実を図ります。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・和田堀給水所上部利用施設について、都

工事の進捗を踏まえた実施設計に向けた

調整 

・身近にスポーツを行える場所の検討 

・和田堀給水所上部利用施設の開設に向

けた取組み 

・地域・地区の状況や特性を踏まえつつ、

施設の用途変更や複合化、未利用地等の

活用などの機会を捉えた整備検討 
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②スポーツ施設の機能充実 

子どもから高齢者、障害のある人もない人も、誰もが身近な地域でスポーツに親しめるよ

う、ユニバーサルデザインや地域特性、コスト管理を踏まえてスポーツ施設の機能充実を進

めていきます。 

●主な事業・年次計画 

事業名 
ユニバーサルデザインや多様性に配慮した、誰もが使いやすい施設機

能の整備 

事業概要 

区内人口の増加や年齢構成、社会状況の変化に伴う多様なスポーツニ

ーズが見込まれています。また、東京２０２０大会では、アメリカ合衆国

のホストタウン・共生社会ホストタウンとして多文化や多様性、障害へ

の理解につなげる取組みを進めてきました。今後も継続して、この取組

みを行うとともに、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」の趣旨も踏まえ、子どもから高齢者、障害の種

類や程度、性別、ＬＧＢＴＱなどの性的指向及びジェンダーアイデンティ

ティ、国籍にとらわれず、誰にとっても利用しやすいスポーツ施設の整

備を目指します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・多様化するスポーツニーズへの対応や誰

でも利用しやすいユニバーサルデザインの

環境整備・施設運営に向けた検討 

・災害等発生時にも活用できる施設機能、

施設運営の検討 

・様々な機会を捉えユニバーサルデザイン

化の促進 

・誰もが利用しやすい施設環境の更なる

整備 

・多様性に配慮した施設運営の実施 

・災害等への対応力の強化 
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●主な事業・年次計画 

事業名 環境に配慮した施設への改善 

事業概要 

新たなスポーツ施設の整備や既存スポーツ施設の改修にあたっては、

利用者にとって機能面での利便性のみならず、施設が周辺環境と調和

し、環境への負荷を抑えた省エネルギー化がなされ、地域特性を充分

に踏まえた整備が求められています。そこで、地域特性や風景づくり計

画に基づいた施設整備の検討やＥＳＣＯ事業※18による一層の環境負荷

抑制、世田谷区公共建築物ＺＥＢ※19指針に基づく施設整備を検討しま

す。世田谷の豊かな自然や住環境を守り育てる世田谷らしいスポーツ

施設として、周辺環境に配慮した施設づくりを進めます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・環境負荷や周辺環境との調和を考慮した

施設改修・整備の検討・実施 

・千歳温水プールにおけるＥＳＣＯ事業の

実施 

・施設改修にあたり、環境への配慮や周辺

との調和等、地域特性を踏まえた世田谷

らしい施設整備の実施 

 

  

 
※18 Energy Service Company事業のこと。省エネルギー導入効果・削減経費の一部を対価として得て事業経費に充てる

ビジネス・事業形態のこと。 
※19 ネット・ゼロ・エネルギー・ビルのこと。自然エネルギー等の活用により基準一時消費エネルギーを削除した建築物のこと。 
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③合理的で質の高い管理運営 

多くの人に最適なスポーツ利用環境を提供できるよう、さらに効率的な施設管理方法を検

討します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 質が高く管理しやすいスポーツ施設整備 

事業概要 

施設利用者に常に最適な状態で施設を利用していただくためには、定

期的な機器の点検・修理にあたり、利用者の安全面や快適性を十分考

慮した質の高いメンテナンス作業が行われる必要があります。また、日

常の維持管理を行うスタッフにとっても、簡易な修繕、清掃作業等が行

いやすい施設が求められます。 

維持管理がしやすい優れたメンテナンス性を備えた、スポーツ利用に

最適な環境が整った施設整備を進めます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・利用環境に適した施設整備・改修の検

討・実施 

・老朽化が進むスポーツ施設の維持管理を

見据えた設備更新の検討 

・中長期改修工事等の機会を捉え、最適な

利用環境が整ったメンテナンス性の優れ

た施設改修の実施 
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●主な事業・年次計画 

事業名 スポーツ施設ごとの管理運営面の最適化 

事業概要 

スポーツ施設に求められるニーズは、競技種目やスポーツを行う目的

（競技力の向上、健康目的など）によっても異なるため、施設ごとに利

用者ニーズを的確に把握し、最適な管理運営を行っていく必要があり、

スタッフにはスポーツに関する高い専門性も求められています。 

今後、スポーツニーズの多様化に伴い、スポーツ施設に求められる期

待はさらに高まると予想され、より一層利用者ニーズに適した管理運

営が求められます。引き続き、施設ごとに更なる管理運営の最適化を

目指し、利用者の利便性の向上や管理経費の削減を図り、合理的で質

の高い施設運営を実現します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・指定管理者制度や官民連携手法を活用

した合理的な管理運営の検討・実施 

・多様化するスポーツニーズ・利用者ニー

ズへの対応の検討・実施 

・ＩＣＴを活用した効率的な施設管理の検討 

・競技種目や利用者ニーズに応じた、施設

ごとに合理的で質の高い管理運営の実

施 

・ＤＸ推進による効率的な施設管理の実施 

 

  

81



 

 
60 

(２) 地域スポーツを支える人材の育成・活用 

■施策の方向性 

身近な地域でいつでもスポーツができる環境をつくるためには、スポーツ施策を地域で展

開していく人やスポーツ指導者など、スポーツを「ささえる」人材が重要な役割を担っています。

また、スポーツを支える活動を通じて、多様な交流や新たな視点が生まれるきっかけにもなり

ます。 

これまで学校単位で行われていた中学校部活動が地域への移行を検討されるなど、地域に

おける指導者の更なる発掘・育成・活用を目指し「世田谷区スポーツ・レクリエーション指導者制

度」（スポ・レクネット）を推進します。 

また、スポーツ推進委員やスポーツボランティア等、地域スポーツを支える担い手の活動等

を広くＰＲし、認知度の向上を図ることで、担い手の確保に取り組むとともに、活動の支援を行

います。 

 

①スポーツ指導者の発掘・育成・活用促進 

競技団体や大学生、地域住民等からスポーツ指導者を発掘し、正しい知識・技術や安全の

確保に関する養成や、指導員の質の向上を行うとともに、指導者を登録・活用する総合的な

仕組みであるスポ・レクネットを活用し、地域スポーツ指導者の発掘や育成、活用を促進しま

す。 

●主な事業・年次計画 

事業名 
スポ・レクネットを活用した地域スポーツにおける指導者の発掘や育 

成、活用の促進 

事業概要 
スポ・レクネットを活用し、地域スポーツにおける指導者の発掘や育 

成、活用を促進します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

スポ・レクネットを活用した人材の発掘や

育成、活用 

スポ・レクネットを活用した人材の発掘や

育成、活用 
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②スポーツ推進委員の活動支援 

スポーツ推進委員は、区内の各地域でスポーツに関する様々なイベントを開催したり、総

合型地域スポーツ・文化クラブやスポーツひろばの運営に協力しています。また、スポーツ・

レクリエーション活動の地域におけるコーディネーターでもあります。地域で活動するスポー

ツ推進委員のこれらの活動等を広くＰＲし、認知度の向上を図り、担い手の確保や活動機会

の拡充に取り組みます。 

●主な事業・年次計画 

事業名 スポーツ推進委員の活動支援 

事業概要 スポーツ推進委員の活動をＰＲ、活動機会を創出します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・スポーツ推進委員の活動についてＰＲ

拡充 

・地域や学校での活動機会の拡充 

・スポーツ推進委員の活動についてＰＲ拡

充 

・地域や学校での活動機会の拡充 

 

 

③スポーツボランティア制度の推進 

スポーツを支える役割を担っているスポーツボランティア制度を活用した地域スポーツに

おける人材育成と活動機会の創出に取り組みます。 

●主な事業・年次計画 

事業名 
・スポーツに関わる人材の育成や活動機会の創出 

・ゆにすぽデリバリー【再掲】 

事業概要 

・スポーツボランティア登録制度の周知を図り、活動機会を創出しま

す。 

・障害のある方が身近な場所で、希望にそったスポーツ・レクリエーシ

ョンの指導が受けられるよう講師派遣を行います。【再掲】 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

スポーツボランティア制度のＰＲ拡充 スポーツボランティア活動機会の拡充 
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(３) 地域スポーツ団体・民間団体等との連携強化・コーディネート 

■施策の方向性 

総合型地域スポーツ・文化クラブを支援するとともに、本区内を拠点としたスポーツ団体同

士のコミュニティ促進・地域事業展開を支援します。 

 

①総合型地域スポーツ・文化クラブの支援 

総合型地域スポーツ・文化クラブは、身近な場所で、いつでも、誰でも気軽にスポーツがで

きる場となっており、地域スポーツや文化活動の中心となる存在です。また、世田谷区の総

合型地域スポーツ・文化クラブは、学校施設を主な拠点として、地域住民が主体となって運

営しており、地域コミュニティの形成・活性化につながる存在でもあります。さらに、中学校

を拠点とするクラブを中心に、中学校部活動の地域移行先の一つとして想定されています。 

●主な事業・年次計画 

事業名 
・活動中の総合型地域スポーツ・文化クラブへの協力・連携 

・総合型地域スポーツ・文化クラブの新規設立支援 

事業概要 

・中学校部活動の地域移行先の一つとして想定される総合型地域ス

ポーツ・文化クラブの活動支援を継続して実施します。 

・新たな総合型クラブ設立に向けた地域の動きに寄り添い、拠点とな

る学校との連携を進め、クラブ設立を支援します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

継続支援 ９カ所 

新規設立 １カ所 

合計 １０カ所 

継続支援 １０カ所 

新規設立 １カ所 

合計 １１カ所 
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②区内を拠点としたスポーツ団体同士のコミュニティ促進・地域事業展開の支援 

大学や実業団、クラブチームなど区内のスポーツ団体同士が連携し、主体となって地域で

の活動（スポーツ大会やイベント）ができるよう支援することで、地域スポーツの活性化及び

区民が身近にスポーツへ参加できる機会を創出します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 
区内を拠点としたスポーツ団体同士のコミュニティ促進・地域事業展

開の支援 

事業概要 

大学や実業団、クラブチームなど区内のスポーツ団体同士が連携し、

主体となって地域での活動（スポーツ大会やイベント）ができるよう支

援することで、地域スポーツの活性化及び区民が身近にスポーツへ参

加できる機会を創出します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・構成する候補団体要件の検討、呼びか

け、連携支援 

・会場提供の頻度等ルールの検討 

・スポーツ団体同士による定期的な大会

やイベント開催 

・他の競技拡充の検討 
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③地域団体との連携による地域コミュニティ活動への派遣・協力 

スポーツ推進委員協議会や区内競技団体等と連携し、地域のスポーツニーズに応じた講

師や指導者の派遣等を通じて地域でのスポーツ活動を推進します。 

●主な事業・年次計画 

事業名 地域団体との連携による地域コミュニティ活動への派遣・協力 

事業概要 

スポーツ推進委員協議会や区内競技団体等と連携し、地域のスポーツ

ニーズに応じた講師や指導者の派遣等を通じて地域でのスポーツ活動

を推進します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

スポーツ推進委員協議会や区内競技団体

等と連携した地域への講師・指導者派遣

拡充の検討 

スポーツ推進委員協議会や区内競技団体

等と連携した地域への講師・指導者派遣拡

充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラグビー体験会                        プロラグビーチームによる学校訪問 
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(４) スポーツツーリズム等による地域・産業の振興 

■施策の方向性 

スポーツ関連訪問客を対象としたイベント等を開催するなど、スポーツを通じた地域や産業

の振興への貢献を図ります。また、ランニングとごみ拾いを融合させた「プロギング」など、スポ

ーツを通じたＳＤＧｓ・社会貢献活動への取組みを行います。 

 

①スポーツを通じた地域や産業の振興への貢献 

スポーツへの参加をきっかけに、区内の観光名所や自然や名産、イベント等、世田谷の魅

力に触れる機会を創出し、スポーツを通じた地域や産業の振興への貢献を図ります。 

●主な事業・年次計画 

事業名 

・世田谷２４６ハーフマラソン会場での物産展等の実施 

・世田谷２４６ハーフマラソンの区外からの参加者を対象とした区の魅力

発信 

・スポーツチームの試合会場等での情報発信やにぎわいの創出 

・まち歩きなどと連動した情報発信や産業振興 

事業概要 

・世田谷２４６ハーフマラソンのスタート・フィニッシュ会場において、参

加者や会場の訪問者に区内の商店街等による物産展等を実施します。 

・全国から参加者を募集する世田谷２４６ハーフマラソンについて、区外

からの参加者に対して、ふるさと納税等を通じて世田谷の魅力を発信

し、スポーツを通じた区内観光、産業振興を図ります。 

・スポーツチームの試合会場等で、地域のＰＲや商店街と連携し、まちの

にぎわいを創出します。 

・ウォーキングやジョギング、ランニングなどによる名所めぐりとまち歩

きによる地域の活性化に取り組みます。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

・世田谷２４６ハーフマラソン会場での物産

展の実施 

・世田谷２４６ハーフマラソンふるさと納税

枠の募集 

・スポーツチームの試合会場等での地域ＰＲ

イベントや来訪者のまちなかへの誘導 

・ウォーキングやジョギング、ランニングな

どによる名所めぐりやまち歩きでの地域

の活性化 

・世田谷２４６ハーフマラソン会場での物産

展の実施 

・世田谷２４６ハーフマラソンふるさと納税

枠の募集 

・スポーツチームの試合会場等での地域ＰＲ

イベントや来訪者のまちなかへの誘導 

・ウォーキングやジョギング、ランニングなど

による名所めぐりやまち歩きでの地域の

活性化 
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プロギング 

（二子玉川緑地運動場） 

②スポーツを通じたＳＤＧｓ・社会貢献活動への取組み 

ランニングとごみ拾いを融合させたプロギング等を実施し、スポーツを通じたＳＤＧｓや社

会貢献活動への取組みなど、スポーツ実施による新たな付加価値を生み出すためのきっか

けづくりを行います。 

●主な事業・年次計画 

事業名 世田谷２４６ハーフマラソンコース等でのプロギングの実施 

事業概要 
世田谷２４６ハーフマラソンのコース等において、ごみ拾いをしながら

ランニングを行う「プロギング」を実施します。 

目標【令和６年度】 目標【令和９年度】 

プロギング等によるスポーツを通じた 

ＳＤＧｓや社会貢献活動への取組みの実施 

プロギング等によるスポーツを通じた 

ＳＤＧｓや社会貢献活動への取組みの実施 
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第５章 計画の推進にあたって 
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１． 推進体制 

本計画を推進するため、本区とともに、今後のスポーツ施策を展開していくうえで中心とな

る財団、スポーツ推進委員、総合型地域スポーツ・文化クラブそれぞれが役割を担いながら、相

互に連携して取り組みます。 

 

(１) 区の役割 

⚫ 本計画を策定し、計画に基づく事業の実施及び進捗管理、他所管・関係団体との調整を

行います。 

⚫ スポーツ施設の整備・確保を行います。 

 

(２) 公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団の役割 

⚫ 財団では、生涯スポーツ社会の実現を目指し、「世田谷区スポーツビジョン」を定めていま

す。本計画と財団の「世田谷区スポーツビジョン」とは、車の両輪の関係となるものであり、

本区のスポーツ施策の実施主体として、政策連動しながら、本計画に沿った事業展開を

図っていきます。 

⚫ 世田谷区のスポーツ振興を担う中心となる存在として、専門性、ネットワークなどの強み

を生かした取組みを進めます。 

⚫ 世田谷区の体育協会として、区内スポーツ関係団体、国や都の体育協会などと連携を図

り、世田谷区のスポーツの発展に寄与していきます。 

⚫ 世田谷区のレクリエーションを普及・啓発する団体として、ＩＣＴを活用した施策に取り組

みます。 

 

(３) スポーツ推進委員の役割 

⚫ 地域スポーツの中心として、区や財団との連携のもと、地域スポーツの発展のために活

動します。 

⚫ 総合型地域スポーツ・文化クラブをはじめ、地域のスポーツ団体や関係団体との連携を

図り、地域の中でのコーディネーターとしての役割を担います。 

 

(４) 総合型地域スポーツ・文化クラブの役割 

⚫ 身近な地域でいつでも、また、子どもから高齢者、障害のある方までだれでも気軽にスポ

ーツや文化活動を楽しめる場として、地域住民等が主体となって運営します。 

⚫ 地域の特性を活かした、世代を超えた交流事業を展開し、地域スポーツや地域コミュニテ

ィの中心としての役割を担います。  
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２． 本計画の評価 

本計画の基本目標に対する成果指標は、以下のとおり設定し、社会情勢など外的要因による

影響も踏まえながら、計画の進捗状況を点検・評価することに活用します。また、計画の取組み

はＰ（Plan：計画）、D（Do：実行）、C（Check：評価）、A（Act：改善）のサイクルに基づいて推

進し、評価・見直しを図っていきます。 

 

 

基本目標 指標 現状値 
目標値 

令和９年度 令和１３年度 

１．スポーツを通じて生活の

質を向上させ、生きがい・

健康づくりを支えます 

①スポーツが生活の質の向上に役立ってい

ると感じる区民の割合 
― ６０％ ７０％ 

②週１回以上スポーツをする区民の割合 
４８．２％※20 

（令和４年度） 
６５％ ７０％ 

③１年間にスポーツを観戦した区民の割合 
５８．6％※21 

（令和５年度） 
６５％ ７０％ 

２．スポーツを通じてコミュ

ニティを形成し、共生社会

の実現を目指します 

①ユニバーサルスポーツに関心を持つ区民

の割合 
― ６０％ ７０％ 

②スポーツを通じて新たな交流が生まれて

いると感じる区民の割合 
― ３０% ４０% 

３．スポーツを通じて地域を

活性化し、活力あるまちづ

くりを進めます 

①１年間にスポーツを支える活動を行った

区民の割合 

１１．１％※22 

（令和５年度） 
１５％ ２０％ 

②スポーツが地域の活性化に役立っている

と思う区民の割合 
― ３０% ４０% 

 

  

 
※20 世田谷区「区民意識調査２０２２」（令和４年度）結果による 
※21 世田谷区「区民ウェブモニター調査２０２３」（令和５年度）結果による 
※22 世田谷区「区民ウェブモニター調査２０２３」（令和５年度）結果による 
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３． ＳＤＧｓへの貢献 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、平成２７（２０

１５）年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030

アジェンダ」に記載された、２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

１７のゴール・１６９のターゲットから構成されており、地球上の「誰一人取り残さない（leave 

no one behind）」ことを誓っています。 

スポーツを通じたＳＤＧｓの推進も求められています。障害の有無や年齢、性別、ＬＧＢＴＱな

どの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍等を問わず、全ての人が分け隔てなく共に

スポーツに参加できるようスポーツの機会が提供されることが重要な目標です。また、スポー

ツを通じた生涯学習への貢献や、スポーツを実施する際の環境配慮などスポーツに取り組む際

の影響や効果にも目を向けていきます。 

本計画では特に下記の視点に着目し、ＳＤＧｓへの貢献に向けて取り組みます。 

 

SDGsのゴール 詳細 

 

３ すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的

な生活を確保し、福祉を促進する 

 

４ 質の高い教育をみんなに  

すべての人々への包摂的かつ公正な質

の高い教育を提供し、生涯学習の機会

を促進する 

 

７ エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼できる

持続可能な近代的エネルギーへのアク

セスを確保する 

 

10 人や国の不平等をなくそう 各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

１７ パートナーシップで 

目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強

化し、グローバル・パートナーシップを活

性化する 
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第６章 参考資料 
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１． 世田谷区スポーツ推進審議会 

第９期世田谷区スポーツ推進審議会委員 

＜任期：令和４年１１月２１日～令和６年１１月２０日＞                   （令和５年４月１日時点） 

区分 氏名（敬称略） 役職等 

会
長 

細越 淳二 国士舘大学 教授 

学
識
経
験
者 

阿江 通良 筑波大学 名誉教授 

安藤 佳代子 日本福祉大学 准教授 

石﨑  朔子 公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団 理事長 

植村 隆志 東海大学 准教授 

小林 至 桜美林大学 教授 

櫻井 和代 東深沢スポーツ・文化クラブ 副会長 

佐々木 玲子 慶応義塾大学 教授 

西辻 勤 リコーブラックラムズ東京 ゼネラルマネージャー 

平野 裕一 法政大学 教授 

師岡 文男 上智大学 名誉教授 

行
政
関
係 

本田 仁 
世田谷区立中学校長会会長 令和５年４月１日～ 

（東深沢中学校 校長）  

加藤 敏久 
世田谷区立中学校長会会長 ～令和５年３月３１日 

（砧中学校 校長） 
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開催日程 

回 開催日時 主な議題 

第１回 令和４年１１月２１日(月) 

午後７時００分～午後８時３２分 

●世田谷区スポーツ推進計画の策定について 

●世田谷区のスポーツに関する現況について 

●現世田谷区スポーツ推進計画の評価・検証について 

第２回 令和５年２月２日(水) 

午後７時００分～午後９時００分 

●世田谷区におけるスポーツの定義・捉え方について 

●世田谷区スポーツ推進計画の基本理念・構成案について 

●世田谷区スポーツ施設整備のあり方について 

第３回 令和５年６月５日(月) 

午後７時００分～午後８時４５分 

●次期世田谷区スポーツ推進計画骨子案について 

（１）世田谷区スポーツ推進計画の基本理念について 

（２）世田谷区スポーツ推進計画の基本目標及び成果指標について 

第４回 令和５年７月５日(水) 

午後６時３０分～午後７時４５分 

●次期世田谷区スポーツ推進計画素案について 

第５回 令和５年９月２６日(火) 

午後７時００分～午後８時２０分 

●世田谷区スポーツ推進計画案について 

第６回 令和５年１１月２０日（月） 

午後７時００分～午後７時４５分 

●世田谷区スポーツ推進計画案について 

●答申案について 
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２． 区民ワークショップ 

本計画の策定に向けて、世田谷のスポーツの特色・課題、及び世田谷らしいスポーツの取組

みをテーマに、グループに分かれて議論・発表していただく区民ワークショップを開催しました。 

 

＜区民ワークショップ実施概要＞ 

開催回 日時 参加人数・傍聴人数 開催場所 

第１回 
令和５年５月１１日(木) 

午後６時３０分～午後８時４０分 
１６名（４グループ）・傍聴４名 

教育総合センター研修室 

第２回 
令和５年５月１３日（土） 

午後２時００分～午後４時１０分 
１０名（２グループ）・傍聴２名 

 

＜区民ワークショップ結果概要＞ 

 

  

テーマ 特色・課題 世田谷区らしい取組み

スポーツの普及

⚫ ウォーキングやランニングに適した環境が整っている
⚫ スポーツイベントが盛ん
⚫ 若年層向けプログラムが少ない
⚫ 親しめるスポーツを知る機会がない

⚫ ニュースポーツに親しんでもらう
⚫ モチベーションにつながる健康ポイント・スポーツ実施ポ
イントなどアプリ導入・活用（施設予約時など）

⚫ スポーツ施設がなくてもできるスポーツを普及させる

共生社会の実現
⚫ ボッチャが盛ん
⚫ 障害者が参加できる機会が少ない

⚫ 障害者・外国人が集まるイベント
⚫ ユニバーサルデザインの施設整備
⚫ ボッチャのさらなる普及

施設整備・活用

⚫ 公園・緑地が多い
⚫ 大学施設が多い（特に体育系）
⚫ スポーツ施設が人口に対して少ない
⚫ 施設が有効に活用されていない
⚫ アクセスが良くない

⚫ 公園・施設を使いやすくする
⚫ 施設を有効活用する（特に大学や学校施設の区民開放）
⚫ 夜間利用可能とする
⚫ コミュニティバスの導入
⚫ ボッチャコート・バスケットボール・ランニング環境の整備

コミュニティ形成
⚫ 国際色豊か、安心できる住環境がある
⚫ スポーツ後の憩い・集いの場所がない

⚫ クラブハウスなど憩い・集いの場をつくる
⚫ 総合型地域スポーツクラブによる人材育成
⚫ 地区で誰もが楽しめるイベントの開催

プロ選手・チーム
との連携

⚫ プロ/OBアスリートが多数在住している
⚫ 活動場所が限られている

⚫ 世田谷区クラブチームを作る
⚫ アスリート、OB等と連携し、講演やイベントを実施
⚫ 観戦機会の創出

人材・組織の
育成・活用

⚫ 指導者の不足
⚫ ボランティアの不足

⚫ 人材活用の仕組みが必要である
⚫ 活動団体の連携強化・開かれた組織にする
⚫ イベント体験によるスポーツ参画促進
⚫ スポーツボランティア養成講座やイベントへの参加促進

民間サービス活用
⚫ 行政のサービスだけに頼るには限界がある ⚫ 民間スポーツ産業との連携

⚫ 施設サービスの充実

情報提供
⚫ 情報提供が不十分 ⚫ 若年層に伝わる情報提供・媒体が必要

⚫ 区民のスポーツ実施の実態分析が必要
⚫ 情報発信の強化
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３． 区民アンケート 

本計画の策定に向け、区民のスポーツに対する意識や実施状況、施設利用状況等を把握す

るため、区民を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

＜区民ウェブモニター調査概要＞ 

項目 内容 

調査対象 １８歳以上区内在住者 

回収数 
男女の１０～２０代、３０代、４０代、５０代、６０代以上（１０区分）において 

それぞれ５０サンプル以上ずつ、計５５１サンプルを回収 

調査方法 インターネットアンケート調査 

実施時期 令和５年４月２７日（木)～５月１日（月） 

 

⚫ 単一回答は「SA（Single Answer）」、複数回答は「MA(Multiple Answer)」と表記します。 

⚫ 小数点第２位以下は四捨五入して表記を行うため、ＳＡの設問における各選択肢の構成比の合

計が１００％とならない場合があります。 

⚫ 単純集計ではウェイトバック集計を実施しました。アンケートによって回収した結果を実際の人口

分布に近づけて集計する手法で、回収したサンプルを本区の人口分布に近づけるため、令和２年

度国勢調査の性年代別の人口構成比を用いて回答結果の重みづけを行いました。 

 
① 回答者の基礎情報 

1)性別・年齢 

性別 年齢別 回答者数 割合 ウェイトバック後割合 

男性 

18-29歳 54 9.8% 8.2% 

30-39歳 55 10.0% 7.8% 

40-49歳 55 10.0% 9.3% 

50-59歳 55 10.0% 8.3% 

60-99歳 55 10.0% 12.9% 

女性 

18-29歳 56 10.2% 8.7% 

30-39歳 54 9.8% 8.6% 

40-49歳 55 10.0% 10.4% 

50-59歳 57 10.3% 8.7% 

60-99歳 55 10.0% 17.0% 

合計 551 100.0% 100.0% 

 
2)居住地区【SA】(n=551) 

世田谷 
東部 

（池尻、下

馬、三宿、
太子堂、三
軒茶屋、野

沢、若林、
上馬、駒沢
１ ～ ２ 丁

目） 

世田谷 

西部 
（世田谷、
弦 巻 、 宮

坂、桜、経
堂、桜丘） 

北沢東部
（北沢、代

沢、大原、
羽根木、代
田） 

北沢西部
（松原、梅

丘 、 豪 徳
寺、赤堤、
桜上水） 

玉川北部

（ 駒 沢 公
園、駒沢３
～５丁目、

新 町 、 深
沢 、 桜 新
町、用賀、

上用賀、玉
川台） 

玉川南部
（奥沢、東
玉川、玉川

田園調布、
等々力、尾
山 台 、 玉

堤） 

玉川西部
（中町、野

毛、瀬田、
上野毛、玉
川） 

砧北部 
（船橋、千

歳台、祖師
谷、砧、成
城） 

砧南部 

（大蔵、砧
公 園 、 岡
本、鎌田、

喜多見、宇
奈根） 

烏山 
（八幡山、
南烏山、粕

谷 、 北 烏
山、給田、
上祖師谷、

上北沢） 

18.4% 14.4% 9.1% 8.2% 6.8% 9.4% 5.0% 8.6% 3.9% 16.3% 
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3)職業【SA】(n=551) 

会社員 公務員 
自営業 

・事業主 

自由業・フリ

ーランス 

パート・臨時 

・アルバイト 
主婦・主夫 学生 無職 その他 

46.7% 1.5% 4.5% 4.9% 9.7% 14.0% 5.3% 11.3% 2.0% 

 
4)世帯構成【SA】(n=551) 

単身世帯 一世代世帯 二世代世帯 三世代世帯 その他 

35.1% 26.7% 34.4% 2.0% 0.0% 

 

② スポーツ・運動の実施状況について 

1)スポーツ・運動は大切なものと感じるか【SA】(n=551) 

とても大切である まあまあ大切である どちらともいえない あまり大切ではない 大切ではない 

34.7% 44.8% 12.5% 3.7% 4.3% 

 

2)この１年間に行ったスポーツや運動【MA】（n=551） 

この 1年間に実施した種目 割合 

ウォーキング（ぶらぶら歩き、一駅歩き、ペットの散歩、散策などを含む） 68.8% 

階段昇降（運動を意識したもの） 17.2% 

トレーニング（筋力トレーニング・ランニングマシーン、室内運動器具を使ってする運動等） 15.7% 

ランニング（ジョギング）・マラソン・駅伝 15.0% 

自転車（ＢＭＸ含む）・サイクリング 10.6% 

体操（ラジオ体操、職場体操等） 10.3% 

エアロビクス、ヨガ、バレエ、ピラティス 10.1% 

水泳（競泳、水球、飛び込み、アーティスティックスイミング（シンクロナイズドスイミング）等） 7.3% 

ゴルフ（コースでのラウンド、練習場、シミュレーションゴルフ、グラウンドゴルフ、パークゴルフ、パターゴルフ、ゲートボール等） 6.1% 

登山、トレッキング、トレイルランニング、ロッククライミング 5.3% 

スキー、スノーボード、クロスカントリースキー、スノーシュー 5.0% 

テニス、ソフトテニス 4.0% 

アウトドア・アクティビティ（キャンプ、オートキャンプ、ハイキング、ワンダーフォーゲル、オリエンテーリング、釣り） 3.6% 

ダンス（フォークダンス、ジャズダンス、社交ダンス、民謡踊り、フラダンス等） 3.3% 

野球、ソフトボール、キャッチボール 3.1% 

サッカー、フットサル 2.8% 

マリン・ウォータースポーツ（ボート、カヌー、カヤック、ラフティング、ヨット、水上スキー、ウェイクボード、水上バイク、ジェットス
キー、スクーバダイビング、スキンダイビング、フリーダイビング、シュノーケリング、サーフィン、ボディボード、ボードセーリン
グ、ウィンドサーフィン） 

2.7% 

卓球（ラージボール含む） 2.2% 

バドミントン 1.6% 

レクリエーション（ボウリング、ティーボール、フライングディスク、ペタンク、綱引き、ダーツ、スポーツ吹き矢等） 1.6% 

アクアエクササイズ、水中ウォーキング 1.3% 

陸上競技 1.1% 

武道（柔道、剣道、居合道、なぎなた、銃剣道、空手、少林寺拳法等）、レスリング、相撲、ボクシング、テコンドー、太極拳、合気道 1.1% 

バスケットボール、ポートボール 0.9% 

乗馬 0.8% 

器械体操、新体操、トランポリン、縄跳び、チアリーディング、バトントワリング 0.7% 

アーチェリー、弓道、射撃、クレー射撃 0.6% 

バレーボール、ビーチバレー、ソフトバレーボール 0.5% 

ラグビー、アメリカンフットボール、タグラグビー、グランドホッケー、ラクロス、その他屋外球技 0.5% 

アイススケート、アイスホッケー、カーリング 0.3% 

フリークライミング、ボルダリング 0.3% 

グライダー、ハンググライダー、パラグライダー、スカイダイビング 0.2% 

アーバンスポーツ（スケートボード、パルクール、ブレイクダンス等） 0.2% 

ローラースケート・インラインスケート・一輪車 0.1% 

ハンドボール、ドッジボール、その他屋内球技 0.0% 

パラスポーツ 0.0% 

その他 0.9% 

わからない 1.8% 

この１年間にスポーツ・運動をしなかった 16.6% 

 
3)スポーツ・運動の頻度【SA】(n=５５１) 

週に３回以上 週に２回程度 週に１回程度 月に１～３回 ３か月に１～２回 年に１～３回 
この１年間にスポーツ・
運動をしなかった 

23.6% 16.9% 15.2% 13.0% 5.8% 8.9% 16.6% 
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4)スポーツや運動を行う目的【MA】（n=457） 

健康・体力づ
くりのため 

楽しみ・スト
レス解消の

ため 

運動不足の
解消のため 

美容のため 
肥満解消の
ため 

家族や友人
との交流の

ため 

自己記録の

向上や能力
の向上のた
め 

介護予防の
ため 

その他 

75.8% 39.2% 61.6% 11.2% 27.7% 9.2% 4.3% 5.5% 1.7% 

 

5)スポーツや運動をすることで健康になっていると感じるか【MA】（n=457） 

健康になっていると
感じる 

やや健康になって 
いると感じる 

どちらともいえない 
あまり健康になって
いると感じない 

全く健康になって 
いると感じない 

わからない 

19.6% 41.2% 28.7% 4.6% 1.4% 4.5% 

 
6)スポーツや運動を週に１回以上行っている理由【MA】（n=303） 

健康・体力づくり
のために必要な
頻度だから 

体を動かすのが

好きだから 

家族や友人との
交流が楽しいか
ら 

医師からの指導

があったから 

教室やジムの開

催頻度だから 

教室やジムに会
費を払っている
から 

その他 

81.8% 34.1% 13.1% 6.0% 5.6% 9.7% 2.5% 

 

7)普段どのような人達とスポーツ・運動をしているか【MA】（n=457） 

個人で 家族と 友人と 
競技団体

で 

趣味のグ

ループで 

学校等の
団体活動
で 

地域の 

集まりで 

仕事関係
の集 ま り
で 

民間スポ
ーツクラブ

等の集ま
りで 

その他 

79.1% 22.6% 18.6% 4.1% 7.2% 2.0% 1.7% 1.3% 4.1% 0.4% 

 
8)スポーツや運動を主にどのような場所で行うか【MA】（n=457） 

公共のスポーツ
施設 

学校の体育館や
校庭など 

民間のスポーツ
施設 

公園・河川敷・道
路・空き地・広場

など 

自宅（室内、庭） 職場 その他 

23.3% 4.7% 20.8% 51.1% 36.4% 3.5% 6.1% 

 
9)この１年間にスポーツ・運動を行わなかった理由【MA】（n=94） 

仕事が忙

しいから 

家事・育児
が忙しいか
ら 

体力に自
信がない
から 

場 所 や 施
設、用具が
ないから 

お金がか

かるから 

機会がな

いから 

運動やス
ポーツが

好きでは
ないから 

他に関心
事がある
から 

新型コ ロ

ナウイルス
感染症対
策による

日常生活
の変化が
あ ったか

ら 

その他 

24.0% 7.5% 22.6% 2.8% 8.6% 17.4% 19.8% 9.3% 2.9% 3.3% 

 
10)今後参加したいスポーツイベント【MA】（n=551） 

本格的にス
ポーツを楽

しめるイベン
ト（マラソン
大会や競技

会等） 

誰もが楽し

めるイベント
（ウォーキン
グやレクリエ

ーション的
なスポーツ
体験会等） 

近隣住民が
交流できる
イベント（学

校 ・地域の
運動会や地
域主催のス

ポーツ体験
会等） 

同じ職場の

人同士が交
流できるイ
ベント（社内

運動会やボ
ウリング大
会等） 

スポーツの

指導、講習
が受けられ
るイベント 

介護予防な
ど健康づく
りをテーマ

にしたイベ
ント 

体力テスト、
スポーツテ

ストなど 

その他のス
ポーツイベ

ント 

特になし 

7.5% 25.7% 9.8% 5.5% 11.8% 6.1% 7.1% 2.4% 60.2% 

 

 

③ 本区のスポーツ施設関連について 

1)本区の公共スポーツ施設の利用経験【SA】（n=551） 

利用経験あり 利用経験なし 

37.8% 62.2% 
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2)本区の公共スポーツ施設を利用する際の主な交通手段【MA】（n=207） 

電車 バス 

自動車 

（自家用車、タク
シー等） 

自動二輪車 

（バイク、原付バ
イク等） 

自転車 徒歩 その他 

20.8% 20.6% 20.1% 4.3% 46.9% 39.0% 0.0% 

 
3)本区の公共スポーツ施設の利便性や設備で重要と思うこと【MA】（n=551） 

近所にあること・身近にあること ５１．１% 

利用料金の安さ 48.2% 

公共交通の便の良さ 34.7% 

施設数の充実 28.0% 

設備・器具の充実 27.9% 

施設の安全性 25.6% 

利用手続き、料金支払い方法などの簡略化 23.3% 

駐車場・駐輪場の規模が適切 20.6% 

利用時間帯の拡大 18.8% 

利用案内やイベント等に関する情報の充実 10.6% 

施設内のバリアフリー・ユニバーサルデザインの充実 9.5% 

スポーツイベントやスポーツ教室の充実 8.2% 

施設内のWi-Fi環境が整っていること 8.1% 

指導者の配置 7.9% 

全区的な大会等が開催・観戦できる施設や空間 3.6% 

プロスポーツや全国的な大会等が開催・観戦できる施設や空間 3.5% 

わからない 11.2% 

特にない 13.3% 

 
4)本区の公共スポーツ施設において、スポーツ機能のほかに重要と考える機能や配慮事項【MA】（n=551） 

災害時にも活

用できる防災
機能があるこ
と 

少人数でも気
軽に利用でき

ること 

利用者が休憩
できるスペー
スが十分に確

保されている
こと 

地域のコミュ

ニティ活動の
できる施設が
あること 

多世代交流の
場があること 

バリアフリー
やユニバーサ
ルデザインに

配慮している
こと 

周辺住環境に
配慮した外観

とすること 

その他 

49.2% 53.2% 34.4% 15.1% 12.0% 18.7% 19.1% 1.7% 

 
5)今後、本区の公共スポーツ施設として整備・充実が必要だと思う施設・設備【MA】（n=551） 

ジ ョギン
グ・ウォー
キングコ

ース 

トレーニ
ング施設 

多目的 
広場 

屋内 
プール 

体育館 
陸上 
競技場 

テニス 
コート 

サッカー場 野球場 その他 特にない 

36.9% 27.5% 18.6% 24.6% 13.2% 5.7% 9.2% 6.1% 4.4% 2.6% 33.8% 

 
6)今後、本区の公共スポーツ施設として整備・充実が必要だと思う地域【MA】（n=551） 

世田谷地域 北沢地域 玉川地域 砧地域 烏山地域 

37.3% 23.9% 29.0% 19.1% 22.5% 

 
 

④ スポーツ観戦や大会の認知 

1)この１年間のスポーツの試合や大会の観戦有無（会場のほか、TV、インターネット中継での観覧を含む）【SA】（n=551） 

観戦・観覧あり（TV・インターネット含む） 観戦・観覧なし 

58.6% 41.4% 

 
2)この１年間の直接会場（競技場・体育館・パブリックビューイング含む）での観戦有無【SA】（n=５５1） 

直接観戦・観覧あり 直接観戦・観覧なし 

15.9% 84.1% 

 
3)直接観戦（競技場・体育館・パブリックビューイング含む）のきっかけ・理由【MA】（n=94） 

そのス
ポーツ

が好き
だから 

そのス

ポーツ
を実施
してい

るから 

以前そ
のスポ
ーツを

実施し
ていた
から 

応援し

ている
チーム
がある

から 

応援し

ている
選手が
いるか

ら 

余暇活
動のた
め 

ス ト レ
ス発散
のため 

友人や
家族に

誘われ
たから 

家族・友
人 が 出

場 し た
から 

チケ ッ
トが手

に入っ
たから 

な ん と
なく・た
またま 

その他 
わから

ない 

76.1% 24.4% 11.2% 32.6% 23.6% 14.2% 20.3% 16.7% 5.1% 20.1% 1.5% 1.9% 0.0% 
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4)直接観戦に行かなかった理由【MA】（n=227） 

開 催 日
（ 開 催 時

間 ） と 予
定が合わ
なかった

から 

競技会場
が遠いか

ら 

好きな選
手 （ チ ー
ム ） が 出

場しない
から 

チケット

が手に入
らなかっ
たから 

チケット
が高額だ

から 

テレビ中
継がある

から 

インター

ネット中
継がある
から 

情報がな
いから（開
催 日 時 ・

場 所 ・ 内
容など） 

同 行 者

（ 家 族 な
ど）が楽し
める付帯

イベント等
がないか
ら 

新型コロ
ナウイル
ス感染リ

スクがあ
ったから 

その他 

13.7% 22.6% 3.1% 7.6% 17.7% 50.7% 14.2% 10.6% 1.5% 27.2% 7.2% 

 

⑤ スポーツを支える活動 

1)この 1年間のスポーツを支える活動の実施有無【SA】（n=551） 
※スポーツの指導やスポーツ大会の運営、自身やお子さんが所属するスポーツ団体やクラブの手伝い（練習や大会での参加者の送迎、参加者
の飲料や弁当の準備等）、試合の審判、クラブの運営や補助、イベントや行事への協力、寄附やチャリティー活動など 

日常的に・定期的に行った イベント・大会で不定期に行った 行っていない 

4.4% 6.7% 88.9% 

 
2)ボランティアの活動内容【MA】（n=65） 

スポーツ・運動の
指導 

試合の審判 

スポーツクラブ・

団体の運営や補
助 

スポーツ施設の
管理の手伝い 

大会・イベントの
運営や補助 

自身やお子さん
が所属するスポ
ーツ団体やクラ

ブの手伝い 

その他 

22.6% 16.6% 36.2% 20.9% 30.6% 25.0% 0.0% 

 
3)スポーツを支える活動を行わなかった理由【MA】（n=486） 

機会が
なかっ

たから 

仕 事 や
家事・育

児 が 忙
しくて時
間 が な

いから 

高齢の
ため 

どこで
どのよ
うな活

動がで
きるの
かの情

報がな
いから 

身近に
実施し

ている
活動が
ないか

ら 

必要性

を感じ
ないか
ら 

面倒だ
から 

仲間が
いない

から 

病気や

ケガを
してい
るから 

ス ポ ー
ツ・運動
が 好 き

で は な
いから 

体が弱
いから 

特に理
由はな

い 

その他 

42.1% 9.6% 4.5% 12.3% 8.9% 11.5% 11.3% 6.0% 3.6% 4.4% 2.0% 27.0% 2.1% 

 
4)どんなきっかけや動機づけがあればスポーツを支える活動を続けたりすると思うか【MA】（n=551） 

好きなス
ポーツの
普及・支

援 

地域での
居場所、
役割、生

きがい 

出会い・

交 流 の
場 

指導・大
会運営ス

キ ル の
取得・活
用 

社会貢
献 

顕彰と
表彰 

そ の 大

会・クラ
ブ 等 へ
の家族・

友 人 の
参加 

実費程

度の報
酬 

特に動
機づけ
は必要

ない 

その他 

どんなき
っかけや
動機づけ

があって
も、しな
い・でき

ない 

わか ら
ない 

23.9% 18.2% 14.6% 2.7% 9.9% 2.3% 9.9% 8.2% 13.6% 0.8% 17.9% 22.4% 

 
⑥ スポーツを通じたまちづくり 

1)本区はスポーツイベントや競技大会（区民参加型、プロ興行含む）が盛んだと思うか【SA】（n=551） 

とても盛んだと思う やや盛んだと思う どちらともいえない 
あまり盛んではない
と思う 

全く盛んではないと
思う 

わからない 

1.9% 12.9% 36.7% 15.9% 4.0% 28.6% 

 

2)本区がスポーツイベントや競技大会が盛んだと思わない理由【MA】（n=108） 

スポーツイベントが
少ないから 

競技大会（区民参加
型）が少ないから 

競技大会（プロ興行
等）が少ないから 

スポーツ施設が充実
していないから 

スポーツに関わる
人々が少ないから 

その他 

35.3% 9.0% 6.6% 21.8% 24.6% 2.7% 

 
3)本区では共生社会の実現にスポーツが役立っていると思うか【SA】（n=551） 

とても役立っている やや役立っている どちらともいえない 
あまり役立っていな
い 

全く役立っていない わからない 

3.7% 20.9% 34.4% 8.9% 3.9% 28.3% 

 

101



 

 
80 

4)本区では地域とのつながりや人との交流にスポーツが役立っていると思うか【SA】（n=551） 

とても役立っている やや役立っている どちらともいえない 
あまり役立っていな

い 
全く役立っていない わからない 

2.9% 21.3% 29.6% 12.8% 6.3% 27.1% 

 
⑦ その他 

1)本区のスポーツに関する情報の入手方法【MA】（n=551） 
※イベントや行事等の開催情報、スポーツ施設の空き状況、スポーツ教室に関する情報など 

区の広報

誌 、区の
刊行物 

区のホー
ムページ 

インター
ネット※

区ホーム
ページを
除く 

新聞・ 
広告 

雑誌 
テレビ・ 
ラジオ 

電車 ・ バ

スなどの
広告 

ＳＮＳ（ツ
イッター、

イ ン スタ
グラムな
ど） 

知人 ・友
人・家族 

特に入手

していな
い 

その他 

23.6% 21.6% 11.9% 4.1% 0.7% 3.2% 3.7% 4.5% 8.2% 55.7% 1.3% 

 

2)eスポーツの実施状況【SA】（n=551） 

よく実施する たまに実施する どちらともいえない あまり実施しない 全く実施しない 

2.0% 4.0% 10.9% 7.2% 75.9% 

 
3)eスポーツが本区でどのように活用されることを期待するか【MA】（n=551） 

認知症予防な
どの高齢者福
祉 

青少年の教育

活動 

障害者への参

加機会提供 

イベント開催
などのまちお
こし 

地域の新たな
コミュニティ
づくり 

ゲームに関す

る産業振興 

地域間交流・

国際交流 
その他 

34.5% 22.9% 18.4% 24.7% 23.5% 15.1% 18.3% 8.7% 
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４． スポーツ施設に関する基礎情報 

○スポーツ施設等の数 

○スポーツ施設利用者数 

○スポーツ施設の室場毎の利用者数 

○公園内スポーツ施設の利用状況 

○拠点スポーツ施設の室場毎の利用率 

○大蔵運動場曜日別利用率 

○スポーツ施設の抽選倍率 

○学校施設の利用率 

○学校施設の抽選倍率 
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○ スポーツ施設等の数（令和５年度現在） 

（１）拠点スポーツ施設  
 

3施設 

大蔵運動場 

砧地域(3) 二子玉川緑地運動場 

大蔵第二運動場 

 
（参考：拠点スポーツ施設の面数（プールは温水プールの施設数）） 

地域 グラウンド（※1）  体育館 プール テニスコート 

（砧） １６ ２ １ ２１ 

      ※1：グラウンドは、野球場（少年含む）、サッカー場（少年含む）、球技場の合計数 

 

（２）地域スポーツ施設  
 

1４施設 

世田谷公園スポーツ施設 

世田谷地域（3） 世田谷公園水泳場 

太子堂中学校温水プール 

羽根木公園スポーツ施設 
北沢地域（2） 

梅丘中学校温水プール 

玉川野毛町公園水泳場 

玉川地域（5） 

多摩川緑地広場スポーツ施設 

尾山台地域体育館 

玉川野毛町公園スポーツ施設 

玉川中学校温水プール 

千歳温水プール 
砧地域（2） 

希望丘地域体育館 

八幡山小学校地域体育館 
烏山地域（２） 

烏山中学校温水プール 

   
   （参考：地域スポーツ施設の面数（プールは温水プールの施設数）） 

地域 グラウンド（※1） 体育館 プール テニスコート 

（世田谷） ２ ０ １ ４ 

（北沢） ２ ０ １ ２ 

（玉川） ３ １ １ １１ 

（砧） ０  １ １ ０ 

（烏山） ０ １ １ ０ 

    ※グラウンドは、野球場（少年含む）、サッカー場の合計数 

 

104



 

 
83 

（３）地区スポーツ施設  

 

５施設 

こどものひろば公園野球場 

世田谷地域（3） 弦巻中学校トレーニングルーム 

池尻小学校第２体育館 

北烏山地区体育室 
烏山地域（２） 

烏山中学校クライミングウォール 

 

 

517施設（学校・区民施設等） 

 世田谷地域 北沢地域 玉川地域 砧地域 烏山地域 

学校施設 小学校１７ 

中学校 ７ 

小学校１３ 

中学校 ６ 

小学校１６ 

中学校 ８ 

小学校１１ 

中学校 ５ 

小学校 ７ 

中学校 ３ 

公園・緑地   ８９   ４１   ７０   ８６   ５０ 

区民センター    ４    １    ３    １    ３ 

地区会館   １１    ８   １５    ９    ４ 

区民集会所    ７    ８    ５    ５    ４ 

計  １３６   ７６  １１７  １１７   ７１ 

 

 

（４）民間連携 

 

3施設 

リコー砧総合運動場 砧地域（1） 

Ｊ＆Ｓフィールド 
烏山地域(2) 

第一生命相娯園テニスコート 
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○ スポーツ施設利用者数 

            （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○ スポーツ施設の室場毎の利用者数 

（１）拠点スポーツ施設 

 

  

施設 室場 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合計

アリーナ 88,279 40,408 46,795 79,884 255,366 63,842 5

第一武道場（畳） 10,391 7,354 7,940 11,769 37,454 9,364 21

第一武道場（床） 17,406 11,555 10,834 16,062 55,857 13,964 18

弓道場 18,584 10,567 12,326 15,962 57,439 14,360 17

エアーライフル場 2,246 847 1,029 1,519 5,641 1,410 23

洋弓場 1,957 3,785 3,863 5,635 15,240 3,810 22

体育室 24,730 15,110 17,524 22,731 80,095 20,024 14

トレーニングルーム 21,668 10,071 9,329 17,699 58,767 14,692 16

会議室兼軽運動室 17,099 9,791 11,853 16,466 55,209 13,802 19

温水プール 320,890 237,013 223,114 308,804 1,089,821 272,455 1

テニスコート 113,431 104,048 92,000 91,031 400,510 100,128 3

野球場 32,325 33,555 30,531 37,387 133,798 33,450 10

陸上競技場 28,076 59,531 66,544 100,293 254,444 63,611 6

サッカー場 9,972 16,666 17,147 15,728 59,513 14,878 15

少年サッカー場 20,477 13,523 27,346 32,008 93,354 23,339 13

球技場 9,261 8,306 12,543 15,716 45,826 11,457 20

少年野球場 17,833 19,557 29,610 34,474 101,474 25,369 12

野球場 37,349 24,446 50,456 69,449 181,700 45,425 8

体育館 49,455 34,123 22,328 38,621 144,527 36,132 9

テニスコート 94,197 44,683 83,048 108,724 330,652 82,663 4

宿泊室 1,130 434 175 794 2,533 633 24

集会室 788 281 240 364 1,673 418 25

トレーニングルーム 70,416 39,434 43,857 74,383 228,090 57,023 7

ゴルフ練習場 193,763 193,649 191,688 250,393 829,493 207,373 2

屋外プール 36,126 17,600 30,208 41,336 125,270 31,318 11

1,237,849 956,337 1,042,328 1,407,232 4,643,746 1,160,937

順位平均
利用者数（単位：人）

大蔵運動場

二子玉川緑地運動場

大蔵第二運動場

合計

施設 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

大蔵運動場 697,082 543,635 533,682 725,242 

二子玉川緑地運動場 94,892 82,498 137,102 167,375 

大蔵第二運動場 445,875 330,204 371,544 514,615 

千歳温水プール 293,851 181,574 192,887 281,321 

中学校温水プール 192,639 126,960 183,511 195,412 

地域体育館 131,223 101,131 114,592 132,948 

地区体育室 38,353 31,938 40,037 29,752 

民間連携 - - 5,578  28,964  

計 1,893,915 1,397,940 1,578,933 2,075,629 
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（２）地域スポーツ施設 

  

 

（３）地区スポーツ施設 

 

 

（４）民間連携 

 
※受付にて利用人数を集計した施設のみ掲載 

  

施設 室場 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合計

温水プール 235,486 150,620 149,018 224,990 760,114 190,029 1

トレーニングルーム 53,595 22,963 29,522 38,412 144,492 36,123 6

体育室 21,868 11,005 12,948 13,785 59,606 14,902 11

健康運動室 10,628 5,243 9,642 12,038 37,551 9,388 13

集会室 25,869 14,706 21,279 30,508 92,362 23,091 9

38,612 27,258 41,555 38,538 145,963 36,491 5

58,043 36,249 53,558 58,729 206,579 51,645 3

61,417 36,689 49,300 56,801 204,207 51,052 4

34,567 26,764 39,098 41,344 141,773 35,443 7

体育館 35,687 23,317 28,938 35,632 123,574 30,894 8

トレーニングルーム 18,866 11,657 12,665 14,303 57,491 14,373 12

53,975 43,470 55,901 64,438 217,784 54,446 2

22,695 22,687 17,088 18,575 81,045 20,261 10

利用者数（単位：人）

千歳温水プール

八幡山小地域体育館

希望丘地域体育館

尾山台地域体育館

烏山中学校温水プール

順位

玉川中学校温水プール

梅が丘中学校温水プール

太子堂中学校温水プール

平均

施設 室場 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合計

38,353 31,938 40,037 29,752 140,080 35,020北烏山地区体育室

利用者数（単位：人）
平均

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合計

- - 5,578 28,839 34,417 17,209 1

- - - 125 125 125 2

利用者数（単位：人）

施設

J&Sフィールド

第一生命相娯園テニスコート

順位平均
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○ 公園内スポーツ施設の利用状況 

（１）多摩川緑地広場スポーツ施設 

団体利用                               （単位：件） 

 

 

 

（２）区立公園スポーツ施設 

団体利用                                                    （単位：件） 

 

 

個人利用                            （単位：人） 

 

 

  

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

野球場 734 1,117 1,559 1,454

少年野球場 217 311 338 361

サッカー場 627 801 1,150 1,199

テニスコート 3,263 5,681 7,247 7,021

合計 4,841 7,910 10,294 10,035

施設 室場 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

軟式野球場 2,497 1,822 2,200 2,486

軟式少年野球場 555 514 661 678

テニスコート 6,543 5,398 6,569 6,686

計 9,595 7,734 9,430 9,850

軟式野球場 1,494 1,152 1,365 1,339

テニスコート 3,028 2,534 3,008 3,166

計 4,522 3,686 4,373 4,505

軟式野球場 631 486 536 468

テニスコート 3,025 2,630 3,133 3,307

計 3,656 3,116 3,669 3,775

17,773 14,536 17,472 18,130合計

世田谷公園

羽根木公園

玉川野毛町公園

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

世田谷公園　プール 33,283 23,234 21,513 20,996

玉川野毛町公園　プール 11,486 11,150 10,032 8,797

合計 44,769 34,384 31,545 29,793
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○ 拠点スポーツ施設の室場毎の利用率 

（利用コマ数／利用可能コマ数） 

 

 

○ 大蔵運動場曜日別利用率 

（利用コマ数／利用可能コマ数） 

  

施設 室場 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 平均 順位

アリーナ 85% 81% 89% 92% 87% 6

第一武道場（畳） 79% 85% 83% 80% 82% 10

第一武道場（床） 77% 87% 86% 86% 84% 9

弓道場 91% 90% 90% 90% 90% 4

エアーライフル場 74% 46% 51% 56% 57% 15

洋弓場 47% 53% 58% 64% 56% 16

体育室 86% 82% 89% 88% 86% 7

会議室兼軽運動室 77% 74% 82% 83% 79% 11

テニスコート 93% 97% 96% 96% 95% 1

野球場 74% 81% 75% 73% 76% 13

陸上競技場 86% 98% 97% 98% 95% 2

サッカー場 90% 97% 97% 94% 95% 3

少年サッカー場 78% 74% 83% 82% 79% 12

球技場 56% 76% 58% 54% 61% 14

野球場 54% 54% 49% 49% 51% 17

少年野球場 50% 48% 47% 46% 48% 18

体育館 88% 85% 80% 91% 86% 8

テニスコート 82% 91% 91% 94% 90% 5

大蔵運動場

二子玉川緑地運動場

大蔵第二運動場

エアーライ

フル場

テニスコー

ト(照明な

し)

テニスコー

ト(照明付

き)

会議室兼軽

運動場
弓道場 多目的室 体育館 体育室

第１武道場

(畳)

第２武道場

(床)
野球場 洋弓場

陸上競技

場

令和元年度 64% 86% 92% 66% 90% - 78% 87% 66% 62% 71% 40% 91%

令和２年度 39% 93% 95% 72% 89% - 72% 84% 78% 82% 71% 46% 97%

令和３年度 34% 91% 94% 84% 87% - 86% 92% 73% 75% 71% 60% 79%

令和４年度 39% 94% 98% 79% 88% 98% 88% 86% 85% 94% 62% 56% 91%

令和元年度 72% 89% 93% 75% 89% - 84% 90% 83% 68% 64% 51% 83%

令和２年度 45% 96% 96% 73% 85% - 75% 77% 86% 75% 78% 55% 99%

令和３年度 42% 91% 96% 92% 90% - 87% 90% 88% 83% 77% 67% 87%

令和４年度 48% 93% 94% 86% 79% 93% 90% 88% 81% 75% 59% 62% 96%

令和元年度 81% 84% 91% 78% 87% - 78% 80% 90% 77% 79% 17% 83%

令和２年度 51% 95% 96% 82% 85% - 75% 83% 89% 80% 82% 43% 98%

令和３年度 59% 93% 96% 87% 72% - 89% 88% 80% 87% 81% 68% 88%

令和４年度 61% 96% 94% 92% 88% 97% 90% 86% 80% 90% 89% 56% 96%

令和元年度 63% 87% 91% 93% 94% - 84% 87% 74% 88% 68% 43% 86%

令和２年度 41% 96% 96% 88% 91% - 84% 81% 81% 91% 77% 49% 97%

令和３年度 46% 94% 94% 86% 86% - 91% 92% 80% 85% 75% 73% 88%

令和４年度 49% 97% 97% 91% 96% 99% 89% 86% 81% 90% 56% 55% 93%

令和元年度 70% 88% 94% 72% 84% - 83% 89% 71% 74% 51% 31% 85%

令和２年度 37% 95% 97% 65% 85% - 79% 84% 82% 86% 71% 43% 99%

令和３年度 58% 92% 95% 79% 83% - 83% 89% 81% 79% 74% 49% 85%

令和４年度 60% 95% 99% 81% 88% 86% 92% 86% 72% 67% 62% 59% 94%

令和元年度 80% 99% 97% 84% 96% - 96% 87% 84% 88% 89% 63% 82%

令和２年度 45% 99% 98% 71% 96% - 91% 86% 90% 95% 93% 62% 99%

令和３年度 52% 99% 97% 68% 90% - 88% 93% 93% 94% 86% 83% 96%

令和４年度 60% 98% 100% 79% 96% 88% 98% 94% 90% 93% 95% 79% 97%

令和元年度 84% 98% 96% 73% 95% - 95% 83% 87% 80% 89% 70% 87%

令和２年度 65% 99% 98% 65% 99% - 93% 81% 88% 92% 91% 69% 99%

令和３年度 64% 98% 98% 72% 91% - 88% 89% 93% 93% 85% 88% 96%

令和４年度 72% 99% 94% 74% 94% 69% 98% 90% 88% 91% 100% 75% 96%

令和元年度 73% 90% 94% 77% 91% - 85% 86% 79% 77% 74% 47% 85%

令和２年度 46% 96% 97% 74% 90% - 81% 82% 85% 86% 81% 53% 98%

令和３年度 51% 94% 96% 81% 85% - 87% 90% 83% 85% 79% 70% 89%

令和４年度 56% 96% 96% 83% 90% 95% 92% 88% 82% 86% 77% 63% 95%

金

土

日

祝日

室場

月

火

水

木
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○ スポーツ施設の抽選倍率 

                           （抽選申込数／抽選当選数） 

 

（注）小数点第 3位以下四捨五入  

施設 室場 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 平均 順位

アリーナ 4.16 4.68 9.13 5.39 5.84 16

第一武道場（畳） 1.29 1.35 1.60 1.74 1.49 25

第一武道場（床） 1.23 1.26 1.51 1.64 1.41 27

弓道場 1.28 1.30 1.32 1.41 1.33 29

洋弓場 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 33

体育室 2.04 1.87 1.69 1.85 1.86 24

会議室兼軽運動室 1.35 1.27 1.22 1.15 1.25 31

テニスコート 4.56 5.81 4.53 4.68 4.90 19

野球場 5.97 6.83 8.07 5.87 6.69 15

陸上競技場 1.12 1.13 1.36 1.54 1.29 30

サッカー場 11.74 8.99 11.41 8.67 10.20 7

少年サッカー場 7.20 11.73 11.20 9.84 9.99 8

球技場 7.40 26.00 8.18 7.30 12.22 4

野球場 7.18 10.59 9.34 8.36 8.87 10

少年野球場 8.51 13.08 9.39 8.76 9.94 9

体育館 3.89 3.57 3.95 3.35 3.69 21

テニスコート 4.35 4.15 4.60 4.99 4.52 20

千歳温水プール 体育室 1.07 1.11 1.27 1.01 1.11 32

１階体育館 1.74 1.71 2.41 2.81 2.17 23

３階体育館 3.55 4.67 11.08 11.11 7.60 14

尾山台地域体育館 体育館 5.79 6.01 11.09 9.19 8.02 13

北烏山地区体育室 体育室 1.24 1.46 1.44 1.39 1.38 28

リコー砧総合運動場 テニスコート 1.81 1.55 1.00 1.34 1.43 26

J&Sフィールド 野球場 - - 10.11 15.39 12.75 3

第一生命相娯園テニスコート テニスコート - - - 2.46 2.46 22

軟式野球場 7.53 9.19 8.01 8.99 8.43 11

軟式少年野球場 13.14 20.30 19.18 17.08 17.42 1

軟式野球場（サッカー利用） 11.47 12.41 12.14 20.15 14.04 2

テニスコート 5.62 5.70 6.04 5.86 5.80 17

軟式野球場 9.44 11.08 11.99 11.85 11.09 6

テニスコート 7.32 7.80 9.03 8.66 8.20 12

軟式野球場 10.67 14.82 10.51 10.78 11.70 5

テニスコート 4.99 5.26 5.85 5.80 5.48 18

大蔵運動場

二子玉川緑地運動場

大蔵第二運動場

玉川野毛町公園

羽根木公園

世田谷公園

希望丘地域体育館
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○ 学校施設の利用率 

                      （利用コマ数／利用可能コマ数） 

 

（注）小数点第 3位以下四捨五入 

 

○ 学校施設の抽選倍率 

（抽選申込数／抽選当選数） 

 
  

室場 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 平均 順位

校庭 52% 75% 72% 51% 63% 6

体育館 89% 53% 94% 92% 82% 3

校庭 68% 79% 78% 73% 75% 5

体育館 95% 93% 91% 94% 94% 1

格技室 78% 82% 85% 85% 83% 2

テニスコート 74% 84% 77% 77% 78% 4

小学校

中学校

施設 室場 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 平均 順位

校庭 2.06 3.45 10.25 5.35 5.28 4

体育館 3.95 5.42 7.63 7.32 6.08 3

校庭 7.45 9.41 12.49 11.91 10.32 1

体育館 5.04 5.76 7.31 7.46 6.39 2

格技室 1.81 1.94 2.09 1.75 1.90 6

テニスコート 2.90 3.42 3.54 4.07 3.48 5

中学校

小学校
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５． 総合型地域スポーツ・文化クラブ 

No. クラブ名 事務所所在地 電話番号・ホームページアドレス 

1 東深沢スポーツ・文化クラブ 
世田谷区深沢４－１８－２８ 

(東深沢中学校内) 

０３－３７０３－０３６９（午後５時まで） 

https://hfscc.jp 

2 ようがコミュニティークラブ 
世田谷区上用賀５－１５－１ 

（用賀中学校内） 

０３－３７００－６２０６（木曜日の午前１０時から午後５時ま

で開局 祝日は閉局） 

https://ycc2004spocul.jimdo.com/ 

3 烏山スポーツクラブユニオン 
世田谷区南烏山４－２６－１ 

（烏山中学校内） 

０３－３３０５－６０３８ 

https://www.karasuyama-scu.com/ 

4 しろやま倶楽部 
世田谷区梅丘２－１－１１ 

（城山小学校内） 

０３－３４２８－１４８２ 

http://shiroyama-club.org/ 

5 こまざわスポーツ・文化クラブ 
世田谷区駒沢２－１０－６ 

（駒沢小学校内） 

０３－３４２４－０８１７（木曜日の午前１０時から午後５時ま

で開局 祝日は閉局） 

https://s-kscc.com/ 

6 翠と渓のスポーツ・文化クラブ 
世田谷区尾山台３－１１－１ 

（尾山台小学校内） 

０８０－７７９９－３２１２ 

http://midoritotani.com/ 

7 若林クラブ 
世田谷区若林５－３８－１ 

（若林小学校内） 

０３－３４１４－５０２１ 

http://wakabayashiclub.tokyo/ 

8 一般社団法人ニチジョクラブ 
世田谷区北烏山８－１９－１ 

（日本女子体育大学内） 

０３－３３００－２４８２ 

https://www.nichijoclub.net/ 

9 
総合型地域スポーツ・文化クラブ 

ちとふなコミュニティ 

世田谷区船橋４－４１－１ 

（船橋小学校内） 

０３－３４８２－２３６７ 

https://chitofunacommunity.jimdofree.com/ 

（令和５年１２月現在） 

６． スポーツ推進委員協議会 

名称 事務所所在地 電話番号・ホームページアドレス 

世田谷区スポーツ推進委員協議会 
世田谷区大蔵４－６－１ 

（世田谷区スポーツ振興財団内） 

０３－３４１７－２８１１ 

https://www.suposhin.com 

112



 

 

 

 

  

113



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広報印刷物登録番号 №      ） 

世田谷区スポーツ推進計画 

令和６年度～１３年度 

 
発行日      令和６年３月 

編集・発行    世田谷区スポーツ推進部スポーツ推進課／スポーツ施設課 

           〒１５４－８５０４ 

           世田谷区世田谷４－２１－２７ 

           TＥＬ：03－5432－２７４２（スポーツ推進課） 

           TＥＬ：03－5432－２７４４（スポーツ施設課） 

           ＦＡＸ：03－5432－3080 

 

114


	スライド 1
	スライド 2

